
平
成
十
九
年
厚
生
労
働
省
令
第
十
四
号

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
十
五
項
に
規
定

す
る
指
定
薬
物
及
び
同
法
第
七
十
六
条
の
四
に
規
定
す
る
医
療
等
の
用
途
を
定
め
る
省
令

薬
事
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
二
条
第
十
四
項
及
び
第
七
十
六
条
の
四
の
規
定
に
基
づ
き
、

薬
事
法
第
二
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
指
定
薬
物
及
び
同
法
第
七
十
六
条
の
四
に
規
定
す
る
医
療
等
の
用
途
を
定
め

る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
指
定
薬
物
）

第
一
条
　
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律

第
百
四
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
十
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
に
掲
げ
る
物
を
指
定
薬
物

に
指
定
す
る
。

一
　
亜
硝
酸
イ
ソ
ブ
チ
ル

二
　
亜
硝
酸
イ
ソ
プ
ロ
ピ
ル

三
　
亜
硝
酸
イ
ソ
ペ
ン
チ
ル

四
　
亜
硝
酸
三
級
ブ
チ
ル

五
　
亜
硝
酸
シ
ク
ロ
ヘ
キ
シ
ル

六
　
亜
硝
酸
ブ
チ
ル

七
　
四―

ア
セ
チ
ル―

Ｎ
・
Ｎ―

ジ
エ
チ
ル―
七―

メ
チ
ル―

四
・
六
・
六
ａ
・
七
・
八
・
九―

ヘ
キ
サ
ヒ
ド
ロ

イ
ン
ド
ロ
［
四
・
三―

ｆ
ｇ
］
キ
ノ
リ
ン―

九―
カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド
及
び
そ
の
塩
類

八
　
四―

ア
セ
ト
キ
シ―

Ｎ―

イ
ソ
プ
ロ
ピ
ル―

Ｎ―
メ
チ
ル
ト
リ
プ
タ
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
類

九
　
四―

ア
セ
ト
キ
シ―

Ｎ―

エ
チ
ル―

Ｎ―

メ
チ
ル
ト
リ
プ
タ
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
類

十
　
四―

ア
セ
ト
キ
シ―

Ｎ
・
Ｎ―

ジ
ア
リ
ル
ト
リ
プ
タ
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
類

十
一
　
四―

ア
セ
ト
キ
シ―

Ｎ
・
Ｎ―

ジ
イ
ソ
プ
ロ
ピ
ル
ト
リ
プ
タ
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
類

十
二
　
四―

ア
セ
ト
キ
シ―

Ｎ
・
Ｎ―

ジ
エ
チ
ル
ト
リ
プ
タ
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
類

十
三
　
四―

ア
セ
ト
キ
シ―

Ｎ
・
Ｎ―

ジ
メ
チ
ル
ト
リ
プ
タ
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
類

十
四
　
Ｎ―

（
一―

ア
ダ
マ
ン
チ
ル
）―

一―

（
五―

ク
ロ
ロ
ペ
ン
チ
ル
）―

一
Ｈ―

イ
ン
ダ
ゾ
ー
ル―

三―

カ

ル
ボ
キ
サ
ミ
ド
及
び
そ
の
塩
類

十
五
　
Ｎ―

（
一―

ア
ダ
マ
ン
チ
ル
）―

一―

（
シ
ク
ロ
ヘ
キ
シ
ル
メ
チ
ル
）―
一
Ｈ―

イ
ン
ダ
ゾ
ー
ル―

三―

カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド
及
び
そ
の
塩
類

十
六
　
Ｎ―

（
一―

ア
ダ
マ
ン
チ
ル
）―

一―

［
（
テ
ト
ラ
ヒ
ド
ロ―

二
Ｈ―

ピ
ラ
ン―
四―

イ
ル
）
メ
チ
ル
］

―

一
Ｈ―

イ
ン
ダ
ゾ
ー
ル―

三―

カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド
及
び
そ
の
塩
類

十
七
　
Ｎ―

（
二―

ア
ダ
マ
ン
チ
ル
）―

一―

［
（
テ
ト
ラ
ヒ
ド
ロ―

二
Ｈ―

ピ
ラ
ン―

四―
イ
ル
）
メ
チ
ル
］

―

一
Ｈ―

イ
ン
ダ
ゾ
ー
ル―

三―

カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド
及
び
そ
の
塩
類

十
八
　
Ｎ―

（
一―

ア
ダ
マ
ン
チ
ル
）―

一―

（
四―

フ
ル
オ
ロ
ブ
チ
ル
）―

一
Ｈ―

イ
ン
ダ
ゾ
ー
ル―

三―

カ

ル
ボ
キ
サ
ミ
ド
及
び
そ
の
塩
類

十
九
　
Ｎ―

（
一―

ア
ダ
マ
ン
チ
ル
）―

一―

（
四―

フ
ル
オ
ロ
ベ
ン
ジ
ル
）―

一
Ｈ―

イ
ン
ダ
ゾ
ー
ル―
三―

カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド
及
び
そ
の
塩
類

二
十
　
Ｎ―

（
一―

ア
ダ
マ
ン
チ
ル
）―

一―

（
五―

フ
ル
オ
ロ
ペ
ン
チ
ル
）―

一
Ｈ―

イ
ン
ド
ー
ル―

三―

カ

ル
ボ
キ
サ
ミ
ド
及
び
そ
の
塩
類

二
十
一
　
Ｎ―

（
一―

ア
ダ
マ
ン
チ
ル
）―

一―

ペ
ン
チ
ル―

一
Ｈ―

イ
ン
ダ
ゾ
ー
ル―

三―

カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド

及
び
そ
の
塩
類

二
十
二
　
一―

ア
ダ
マ
ン
チ
ル＝

一―

ペ
ン
チ
ル―

一
Ｈ―

イ
ン
ダ
ゾ
ー
ル―

三―

カ
ル
ボ
キ
シ
ラ
ー
ト
及
び
そ

の
塩
類

二
十
三
　
一―

ア
ダ
マ
ン
チ
ル
（
一―

ペ
ン
チ
ル―

一
Ｈ―

イ
ン
ド
ー
ル―

三―

イ
ル
）
メ
タ
ノ
ン
及
び
そ
の

塩
類

二
十
四
　
Ｎ―

（
一―

ア
ダ
マ
ン
チ
ル
）―

一―

ペ
ン
チ
ル―

一
Ｈ―

イ
ン
ド
ー
ル―

三―

カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド
及

び
そ
の
塩
類

二
十
五
　
一―

ア
ダ
マ
ン
チ
ル
｛
一―

［
（
一―

メ
チ
ル
ピ
ペ
リ
ジ
ン―

二―

イ
ル
）
メ
チ
ル
］―

一
Ｈ―

イ
ン

ド
ー
ル―

三―

イ
ル
｝
メ
タ
ノ
ン
及
び
そ
の
塩
類

二
十
六
　
Ｎ―

（
一―

ア
ミ
ノ―

一―

オ
キ
ソ―

三―

フ
ェ
ニ
ル
プ
ロ
パ
ン―

二―

イ
ル
）―

一―

（
シ
ク
ロ
ヘ

キ
シ
ル
メ
チ
ル
）―

一
Ｈ―

イ
ン
ダ
ゾ
ー
ル―

三―

カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド
及
び
そ
の
塩
類

二
十
七
　
Ｎ―

（
一―

ア
ミ
ノ―

一―

オ
キ
ソ―

三―

フ
ェ
ニ
ル
プ
ロ
パ
ン―

二―

イ
ル
）―

一―

ブ
チ
ル―

一

Ｈ―

イ
ン
ダ
ゾ
ー
ル―

三―

カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド
及
び
そ
の
塩
類

二
十
八
　
Ｎ―

（
一―

ア
ミ
ノ―

一―

オ
キ
ソ―

三―

フ
ェ
ニ
ル
プ
ロ
パ
ン―

二―

イ
ル
）―

一―

（
四―

フ
ル

オ
ロ
ベ
ン
ジ
ル
）―

一
Ｈ―

イ
ン
ダ
ゾ
ー
ル―

三―

カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド
及
び
そ
の
塩
類

二
十
九
　
Ｎ―

（
一―

ア
ミ
ノ―

一―

オ
キ
ソ―

三―

フ
ェ
ニ
ル
プ
ロ
パ
ン―

二―

イ
ル
）―

一―

（
五―

フ
ル

オ
ロ
ペ
ン
チ
ル
）―

一
Ｈ―

イ
ン
ダ
ゾ
ー
ル―

三―

カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド
及
び
そ
の
塩
類

三
十
　
Ｎ―

（
一―

ア
ミ
ノ―

一―

オ
キ
ソ―

三―

フ
ェ
ニ
ル
プ
ロ
パ
ン―

二―

イ
ル
）―

一―

（
五―

フ
ル
オ

ロ
ペ
ン
チ
ル
）―

一
Ｈ―

イ
ン
ド
ー
ル―

三―

カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド
及
び
そ
の
塩
類

三
十
一
　
Ｎ―

（
一―

ア
ミ
ノ―

三
・
三―

ジ
メ
チ
ル―

一―

オ
キ
ソ
ブ
タ
ン―

二―

イ
ル
）―

一―

（
シ
ク
ロ

ヘ
キ
シ
ル
メ
チ
ル
）―

一
Ｈ―

イ
ン
ド
ー
ル―

三―

カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド
及
び
そ
の
塩
類

三
十
二
　
Ｎ―

（
一―

ア
ミ
ノ―

三
・
三―

ジ
メ
チ
ル―

一―

オ
キ
ソ
ブ
タ
ン―

二―

イ
ル
）―

一―

（
五―

フ

ル
オ
ロ
ペ
ン
チ
ル
）―

一
Ｈ―

イ
ン
ダ
ゾ
ー
ル―

三―

カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド
及
び
そ
の
塩
類

三
十
三
　
Ｎ―

（
一―

ア
ミ
ノ―

三
・
三―

ジ
メ
チ
ル―

一―

オ
キ
ソ
ブ
タ
ン―

二―

イ
ル
）―

一―

（
五―

フ

ル
オ
ロ
ペ
ン
チ
ル
）―

一
Ｈ―

イ
ン
ド
ー
ル―

三―

カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド
及
び
そ
の
塩
類

三
十
四
　
Ｎ―

（
一―

ア
ミ
ノ―

三
・
三―

ジ
メ
チ
ル―

一―

オ
キ
ソ
ブ
タ
ン―

二―

イ
ル
）―

一―

ヘ
キ
シ
ル

―

一
Ｈ―

イ
ン
ダ
ゾ
ー
ル―

三―

カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド
及
び
そ
の
塩
類

三
十
五
　
Ｎ―

（
一―

ア
ミ
ノ―

三
・
三―

ジ
メ
チ
ル―

一―

オ
キ
ソ
ブ
タ
ン―

二―

イ
ル
）―

一―

ベ
ン
ジ
ル

―

一
Ｈ―

イ
ン
ダ
ゾ
ー
ル―

三―

カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド
及
び
そ
の
塩
類

三
十
六
　
Ｎ―

（
一―

ア
ミ
ノ―

三
・
三―

ジ
メ
チ
ル―

一―

オ
キ
ソ
ブ
タ
ン―

二―

イ
ル
）―

一―

（
ペ
ン
タ

―

四―

エ
ン―

一―

イ
ル
）―

一
Ｈ―

イ
ン
ダ
ゾ
ー
ル―

三―

カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド
及
び
そ
の
塩
類

三
十
七
　
Ｎ―

（
一―

ア
ミ
ノ―

三
・
三―

ジ
メ
チ
ル―

一―

オ
キ
ソ
ブ
タ
ン―

二―

イ
ル
）―

一―

ペ
ン
チ
ル

―

一
Ｈ―

イ
ン
ダ
ゾ
ー
ル―

三―

カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド
及
び
そ
の
塩
類

三
十
八
　
Ｎ―

（
一―

ア
ミ
ノ―

三
・
三―

ジ
メ
チ
ル―

一―

オ
キ
ソ
ブ
タ
ン―

二―

イ
ル
）―

一―

ペ
ン
チ
ル

―

一
Ｈ―

イ
ン
ド
ー
ル―

三―

カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド
及
び
そ
の
塩
類

三
十
九
　
二―

ア
ミ
ノ―

一―

（
四―

ブ
ロ
モ―

二
・
五―

ジ
メ
ト
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
）
エ
タ
ノ
ン
及
び
そ
の
塩
類

四
十
　
Ｎ―

（
一―

ア
ミ
ノ―

三―

メ
チ
ル―

一―

オ
キ
ソ
ブ
タ
ン―

二―

イ
ル
）―

一―

（
五―

ク
ロ
ロ
ペ
ン

チ
ル
）―

一
Ｈ―

イ
ン
ダ
ゾ
ー
ル―

三―

カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド
及
び
そ
の
塩
類

四
十
一
　
Ｎ―

（
一―

ア
ミ
ノ―

三―

メ
チ
ル―

一―

オ
キ
ソ
ブ
タ
ン―

二―

イ
ル
）―

一―

（
二―

フ
ル
オ
ロ

ベ
ン
ジ
ル
）―

一
Ｈ―

イ
ン
ダ
ゾ
ー
ル―

三―

カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド
及
び
そ
の
塩
類

四
十
二
　
Ｎ―

（
一―

ア
ミ
ノ―

三―

メ
チ
ル―

一―

オ
キ
ソ
ブ
タ
ン―

二―

イ
ル
）―

一―

（
五―

フ
ル
オ
ロ

ペ
ン
チ
ル
）―

一
Ｈ―

イ
ン
ダ
ゾ
ー
ル―

三―

カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド
及
び
そ
の
塩
類

四
十
三
　
Ｎ―

（
一―

ア
ミ
ノ―

三―

メ
チ
ル―

一―

オ
キ
ソ
ブ
タ
ン―

二―

イ
ル
）―

一―

（
五―

フ
ル
オ
ロ

ペ
ン
チ
ル
）―

一
Ｈ―

イ
ン
ド
ー
ル―

三―

カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド
及
び
そ
の
塩
類

四
十
四
　
二―

（
四―

ア
リ
ル
オ
キ
シ―

三
・
五―

ジ
メ
ト
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
）
エ
タ
ン
ア
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
類

四
十
五
　
七―

ア
リ
ル―

Ｎ
・
Ｎ―

ジ
エ
チ
ル―

四
・
六
・
六
ａ
・
七
・
八
・
九―

ヘ
キ
サ
ヒ
ド
ロ
イ
ン
ド
ロ

［
四
・
三―

ｆ
ｇ
］
キ
ノ
リ
ン―

九―

カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド
及
び
そ
の
塩
類

四
十
六
　
二―

（
イ
ソ
プ
ロ
ピ
ル
ア
ミ
ノ
）―

二―

（
三―

メ
ト
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
）
シ
ク
ロ
ヘ
キ
サ
ノ
ン
及
び
そ

の
塩
類

四
十
七
　
一―
（
四―

イ
ソ
プ
ロ
ピ
ル
ス
ル
フ
ァ
ニ
ル―

二
・
五―

ジ
メ
ト
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
）
プ
ロ
パ
ン―

二―

ア
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
類

四
十
八
　
Ｎ―

イ
ソ
プ
ロ
ピ
ル―

Ｎ―

メ
チ
ル
ト
リ
プ
タ
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
類

四
十
九
　
Ｎ―

イ
ソ
プ
ロ
ピ
ル―

五―

メ
ト
キ
シ―

Ｎ―

メ
チ
ル
ト
リ
プ
タ
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
類

五
十
　
一
酸
化
二
窒
素

五
十
一
　
イ
ン
ダ
ン―

二―

ア
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
類

1



五
十
二
　
一―

（
イ
ン
ダ
ン―

五―

イ
ル
）―

二―

（
ピ
ロ
リ
ジ
ン―

一―

イ
ル
）
ブ
タ
ン―

一―

オ
ン
及
び
そ

の
塩
類

五
十
三
　
一―

（
イ
ン
ダ
ン―

五―

イ
ル
）―

二―

（
ピ
ロ
リ
ジ
ン―

一―

イ
ル
）
ヘ
キ
サ
ン―

一―

オ
ン
及
び

そ
の
塩
類

五
十
四
　
（
一
Ｈ―

イ
ン
ド
ー
ル―

三―

イ
ル
）
（
二
・
二
・
三
・
三―

テ
ト
ラ
メ
チ
ル
シ
ク
ロ
プ
ロ
パ
ン―

一―

イ
ル
）
メ
タ
ノ
ン
及
び
そ
の
塩
類

五
十
五
　
一―
（
一
Ｈ―

イ
ン
ド
ー
ル―

五―

イ
ル
）
プ
ロ
パ
ン―

二―

ア
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
類

五
十
六
　
二―
（
エ
チ
ル
ア
ミ
ノ
）―

一―

（
イ
ン
ダ
ン―

五―

イ
ル
）
ブ
タ
ン―

一―

オ
ン
及
び
そ
の
塩
類

五
十
七
　
二―

（
エ
チ
ル
ア
ミ
ノ
）―

一―

（
イ
ン
ダ
ン―

五―

イ
ル
）
ペ
ン
タ
ン―

一―

オ
ン
及
び
そ
の
塩
類

五
十
八
　
三―

［
一―
（
エ
チ
ル
ア
ミ
ノ
）
シ
ク
ロ
ヘ
キ
シ
ル
］
フ
ェ
ノ
ー
ル
及
び
そ
の
塩
類

五
十
九
　
二―

（
エ
チ
ル
ア
ミ
ノ
）―

二―

（
チ
オ
フ
ェ
ン―

二―

イ
ル
）
シ
ク
ロ
ヘ
キ
サ
ノ
ン
及
び
そ
の
塩
類

六
十
　
二―

（
エ
チ
ル
ア
ミ
ノ
）―

二―

（
三―

ヒ
ド
ロ
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
）
シ
ク
ロ
ヘ
キ
サ
ノ
ン
及
び
そ
の
塩
類

六
十
一
　
二―

（
エ
チ
ル
ア
ミ
ノ
）―

二―

フ
ェ
ニ
ル
シ
ク
ロ
ヘ
キ
サ
ノ
ン
及
び
そ
の
塩
類

六
十
二
　
二―

（
エ
チ
ル
ア
ミ
ノ
）―
二―

（
三―

フ
ル
オ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）
シ
ク
ロ
ヘ
キ
サ
ノ
ン
及
び
そ
の
塩
類

六
十
三
　
二―

（
エ
チ
ル
ア
ミ
ノ
）―
二―

（
三―

メ
チ
ル
フ
ェ
ニ
ル
）
シ
ク
ロ
ヘ
キ
サ
ノ
ン
及
び
そ
の
塩
類

六
十
四
　
Ｎ―

エ
チ
ル―

Ｎ―

イ
ソ
プ
ロ
ピ
ル―

五―

メ
ト
キ
シ
ト
リ
プ
タ
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
類

六
十
五
　
Ｎ―

エ
チ
ル―

一
・
二―

ジ
フ
ェ
ニ
ル
エ
チ
ル
ア
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
類

六
十
六
　
エ
チ
ル＝

三
・
三―

ジ
メ
チ
ル―

二―
（
一―

ペ
ン
チ
ル―

一
Ｈ―

イ
ン
ダ
ゾ
ー
ル―

三―

カ
ル
ボ
キ

サ
ミ
ド
）
ブ
タ
ノ
ア
ー
ト
及
び
そ
の
塩
類

六
十
七
　
二―

（
四―

エ
チ
ル―

二
・
五―

ジ
メ
ト
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
）
エ
タ
ン
ア
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
類

六
十
八
　
二―

（
四―

エ
チ
ル―

二
・
五―

ジ
メ
ト
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
）―

Ｎ―

（
二―

メ
ト
キ
シ
ベ
ン
ジ
ル
）
エ

タ
ン
ア
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
類

六
十
九
　
二―

［
（
四―

エ
チ
ル―

二
・
五―

ジ
メ
ト
キ
シ
フ
ェ
ネ
チ
ル
ア
ミ
ノ
）
メ
チ
ル
］
フ
ェ
ノ
ー
ル
及
び

そ
の
塩
類

七
十
　
一―

（
四―

エ
チ
ル
ス
ル
フ
ァ
ニ
ル―

二
・
五―

ジ
メ
ト
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
）
プ
ロ
パ
ン―

二―

ア
ミ
ン
及

び
そ
の
塩
類

七
十
一
　
Ｎ―

エ
チ
ル―

四―

ヒ
ド
ロ
キ
シ―

Ｎ―

プ
ロ
ピ
ル
ト
リ
プ
タ
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
類

七
十
二
　
Ｎ―

エ
チ
ル―

四―

ヒ
ド
ロ
キ
シ―

Ｎ―

メ
チ
ル
ト
リ
プ
タ
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
類

七
十
三
　
一―

（
四―

エ
チ
ル
フ
ェ
ニ
ル
）―

Ｎ―

（
二―

メ
ト
キ
シ
ベ
ン
ジ
ル
）
プ
ロ
パ
ン―

二―

ア
ミ
ン
及

び
そ
の
塩
類

七
十
四
　
エ
チ
ル＝

二―

（
四―

フ
ル
オ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）―

二―

（
ピ
ペ
リ
ジ
ン―

二―

イ
ル
）
ア
セ
テ
ー
ト
及

び
そ
の
塩
類

七
十
五
　
Ｎ―

エ
チ
ル―

一―

（
二―

フ
ル
オ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）
プ
ロ
パ
ン―

二―

ア
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
類

七
十
六
　
Ｎ―

エ
チ
ル―

一―

（
三―

フ
ル
オ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）
プ
ロ
パ
ン―

二―

ア
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
類

七
十
七
　
Ｎ―

エ
チ
ル―

一―

（
四―

フ
ル
オ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）
プ
ロ
パ
ン―

二―

ア
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
類

七
十
八
　
三―

エ
チ
ル―

二―

（
三―

フ
ル
オ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）
モ
ル
フ
ォ
リ
ン
及
び
そ
の
塩
類

七
十
九
　
エ
チ
ル＝

二―

［
一―

（
四―

フ
ル
オ
ロ
ベ
ン
ジ
ル
）―

一
Ｈ―

イ
ン
ダ
ゾ
ー
ル―

三―

カ
ル
ボ
キ
サ

ミ
ド
］―

三―

メ
チ
ル
ブ
タ
ノ
ア
ー
ト
及
び
そ
の
塩
類

八
十
　
エ
チ
ル＝

二―

［
一―

（
五―

フ
ル
オ
ロ
ペ
ン
チ
ル
）―

一
Ｈ―

イ
ン
ダ
ゾ
ー
ル―

三―

カ
ル
ボ
キ
サ
ミ

ド
］―

三
・
三―

ジ
メ
チ
ル
ブ
タ
ノ
ア
ー
ト
及
び
そ
の
塩
類

八
十
一
　
エ
チ
ル＝

二―

［
一―

（
五―

フ
ル
オ
ロ
ペ
ン
チ
ル
）―

一
Ｈ―

イ
ン
ダ
ゾ
ー
ル―

三―

カ
ル
ボ
キ
サ

ミ
ド
］―

三―

メ
チ
ル
ブ
タ
ノ
ア
ー
ト
及
び
そ
の
塩
類

八
十
二
　
エ
チ
ル＝

二―

［
一―

（
五―

フ
ル
オ
ロ
ペ
ン
チ
ル
）―

一
Ｈ―

イ
ン
ド
ー
ル―

三―

カ
ル
ボ
キ
サ
ミ

ド
］―

三
・
三―

ジ
メ
チ
ル
ブ
タ
ノ
ア
ー
ト
及
び
そ
の
塩
類

八
十
三
　
エ
チ
ル＝

二―

［
一―

（
五―

フ
ル
オ
ロ
ペ
ン
チ
ル
）―

一
Ｈ―

イ
ン
ド
ー
ル―

三―

カ
ル
ボ
キ
サ
ミ

ド
］―

三―

メ
チ
ル
ブ
タ
ノ
ア
ー
ト
及
び
そ
の
塩
類

八
十
四
　
三―

｛
二―

［
エ
チ
ル
（
プ
ロ
ピ
ル
）
ア
ミ
ノ
］
エ
チ
ル
｝―

一
Ｈ―

イ
ン
ド
ー
ル―

四―

イ
ル＝

ア

セ
テ
ー
ト
及
び
そ
の
塩
類

八
十
五
　
Ｎ―

エ
チ
ル―

Ｎ―

メ
チ
ル
ト
リ
プ
タ
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
類

八
十
六
　
Ｎ―

エ
チ
ル―

Ｎ―

［
二―

（
五―

メ
ト
キ
シ―

一
Ｈ―

イ
ン
ド
ー
ル―

三―

イ
ル
）
エ
チ
ル
］
プ
ロ

パ
ン―

一―

ア
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
類

八
十
七
　
Ｎ―

エ
チ
ル―

一―

（
三―

メ
ト
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
）
シ
ク
ロ
ヘ
キ
サ
ン―

一―

ア
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
類

八
十
八
　
Ｎ―

エ
チ
ル―

一―

（
四―

メ
ト
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
）
プ
ロ
パ
ン―

二―

ア
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
類

八
十
九
　
二―

（
四―

エ
ト
キ
シ―

三
・
五―

ジ
メ
ト
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
）
エ
タ
ン
ア
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
類

九
十
　
一―

（
四―

エ
ト
キ
シ―

三
・
五―

ジ
メ
ト
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
）
プ
ロ
パ
ン―

二―

ア
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
類

九
十
一
　
二―

（
四―

エ
ト
キ
シ
ベ
ン
ジ
ル
）―

五―

ニ
ト
ロ―

一―

［
二―

（
ピ
ペ
リ
ジ
ン―

一―

イ
ル
）
エ

チ
ル
］
ベ
ン
ズ
イ
ミ
ダ
ゾ
ー
ル
及
び
そ
の
塩
類

九
十
二
　
二―

（
一―

オ
キ
ソ―

一―

フ
ェ
ニ
ル
プ
ロ
パ
ン―

二―

イ
ル
）
イ
ソ
イ
ン
ド
リ
ン―

一
・
三―

ジ
オ

ン
及
び
そ
の
塩
類

九
十
三
　
キ
ノ
リ
ン―

八―

イ
ル＝

一―

（
シ
ク
ロ
ヘ
キ
シ
ル
メ
チ
ル
）―

一
Ｈ―

イ
ン
ド
ー
ル―

三―

カ
ル
ボ

キ
シ
ラ
ー
ト
及
び
そ
の
塩
類

九
十
四
　
キ
ノ
リ
ン―

八―

イ
ル＝

三―

［
（
四
・
四―

ジ
フ
ル
オ
ロ
ピ
ペ
リ
ジ
ン―

一―

イ
ル
）
ス
ル
ホ
ニ
ル
］

―

四―

メ
チ
ル
ベ
ン
ゾ
ア
ー
ト
及
び
そ
の
塩
類

九
十
五
　
キ
ノ
リ
ン―

八―

イ
ル＝

一―

（
四―

フ
ル
オ
ロ
ベ
ン
ジ
ル
）―

一
Ｈ―

イ
ン
ダ
ゾ
ー
ル―

三―

カ
ル

ボ
キ
シ
ラ
ー
ト
及
び
そ
の
塩
類

九
十
六
　
キ
ノ
リ
ン―

八―

イ
ル＝

一―

（
四―

フ
ル
オ
ロ
ベ
ン
ジ
ル
）―

一
Ｈ―

イ
ン
ド
ー
ル―

三―

カ
ル
ボ

キ
シ
ラ
ー
ト
及
び
そ
の
塩
類

九
十
七
　
キ
ノ
リ
ン―

八―

イ
ル＝

一―

（
五―

フ
ル
オ
ロ
ペ
ン
チ
ル
）―

一
Ｈ―

イ
ン
ダ
ゾ
ー
ル―

三―

カ
ル

ボ
キ
シ
ラ
ー
ト
及
び
そ
の
塩
類

九
十
八
　
キ
ノ
リ
ン―

八―

イ
ル＝

一―

ペ
ン
チ
ル―

一
Ｈ―

イ
ン
ダ
ゾ
ー
ル―

三―

カ
ル
ボ
キ
シ
ラ
ー
ト
及
び

そ
の
塩
類

九
十
九
　
キ
ノ
リ
ン―

八―

イ
ル＝

一―

ペ
ン
チ
ル
（
一
Ｈ―

イ
ン
ド
ー
ル
）―

三―

カ
ル
ボ
キ
シ
ラ
ー
ト
及
び

そ
の
塩
類

百
　
五―

ク
ロ
ロ―

三―

エ
チ
ル―

Ｎ―

［
四―

（
ピ
ペ
リ
ジ
ン―

一―

イ
ル
）
フ
ェ
ネ
チ
ル
］―

一
Ｈ―

イ
ン

ド
ー
ル―

二―

カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド
及
び
そ
の
塩
類

百
一
　
二―

（
四―

ク
ロ
ロ―

二
・
五―

ジ
メ
ト
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
）
エ
タ
ン
ア
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
類

百
二
　
二―

（
四―

ク
ロ
ロ―

二
・
五―

ジ
メ
ト
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
）―

Ｎ―

（
三
・
四
・
五―

ト
リ
メ
ト
キ
シ
ベ

ン
ジ
ル
）
エ
タ
ン
ア
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
類

百
三
　
二―

（
四―

ク
ロ
ロ―

二
・
五―

ジ
メ
ト
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
）―

Ｎ―

（
二―

フ
ル
オ
ロ
ベ
ン
ジ
ル
）
エ
タ

ン
ア
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
類

百
四
　
二―

［
（
四―

ク
ロ
ロ―

二
・
五―

ジ
メ
ト
キ
シ
フ
ェ
ネ
チ
ル
ア
ミ
ノ
）
メ
チ
ル
］
フ
ェ
ノ
ー
ル
及
び
そ

の
塩
類

百
五
　
一―

（
四―

ク
ロ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）
プ
ロ
パ
ン―

二―

ア
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
類

百
六
　
二―

（
二―

ク
ロ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）―

一―

（
一―

ペ
ン
チ
ル―

一
Ｈ―

イ
ン
ド
ー
ル―

三―

イ
ル
）
エ
タ

ノ
ン
及
び
そ
の
塩
類

百
七
　
Ｎ―

（
四―

ク
ロ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）―

二―

メ
チ
ル―

Ｎ―

（
一―

フ
ェ
ネ
チ
ル
ピ
ペ
リ
ジ
ン―

四―

イ

ル
）
プ
ロ
パ
ン
ア
ミ
ド
及
び
そ
の
塩
類

百
八
　
一―
（
四―

ク
ロ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）―

Ｎ―

メ
チ
ル
プ
ロ
パ
ン―

二―

ア
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
類

百
九
　
二―
（
三―

ク
ロ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）―

三―

メ
チ
ル
モ
ル
フ
ォ
リ
ン
及
び
そ
の
塩
類

百
十
　
サ
ル
ビ
ノ
リ
ン
Ａ

百
十
一
　
一―

（
四―
シ
ア
ノ
ブ
チ
ル
）―

Ｎ―

（
二―

フ
ェ
ニ
ル
プ
ロ
パ
ン―

二―

イ
ル
）―

一
Ｈ―

ピ
ロ
ロ

［
二
・
三―

ｂ
］
ピ
リ
ジ
ン―

三―

カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド
及
び
そ
の
塩
類

百
十
二
　
Ｎ
・
Ｎ―

ジ
イ
ソ
プ
ロ
ピ
ル
ト
リ
プ
タ
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
類

百
十
三
　
三―

ジ
エ
チ
ル
ア
ミ
ノ―

二
・
二―

ジ
メ
チ
ル
プ
ロ
ピ
ル＝

四―

ア
ミ
ノ
ベ
ン
ゾ
ア
ー
ト
及
び
そ
の

塩
類

2



百
十
四
　
Ｎ
・
Ｎ―

ジ
エ
チ
ル―

七―

エ
チ
ル―

四
・
六
・
六
ａ
・
七
・
八
・
九―

ヘ
キ
サ
ヒ
ド
ロ
イ
ン
ド
ロ

［
四
・
三―

ｆ
ｇ
］
キ
ノ
リ
ン―

九―

カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド
及
び
そ
の
塩
類

百
十
五
　
Ｎ
・
Ｎ―

ジ
エ
チ
ル―

四―

ヒ
ド
ロ
キ
シ
ト
リ
プ
タ
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
類

百
十
六
　
Ｎ
・
Ｎ―

ジ
エ
チ
ル―

七―

メ
チ
ル―

四―

（
チ
オ
フ
ェ
ン―

二―

カ
ル
ボ
ニ
ル
）―

四
・
六
・
六

ａ
・
七
・
八
・
九―

ヘ
キ
サ
ヒ
ド
ロ
イ
ン
ド
ロ
［
四
・
三―

ｆ
ｇ
］
キ
ノ
リ
ン―

九―

カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド
及
び

そ
の
塩
類

百
十
七
　
Ｎ
・
Ｎ―

ジ
エ
チ
ル―

七―

メ
チ
ル―

四―

プ
ロ
ピ
オ
ニ
ル―

四
・
六
・
六
ａ
・
七
・
八
・
九―

ヘ
キ

サ
ヒ
ド
ロ
イ
ン
ド
ロ
［
四
・
三―

ｆ
ｇ
］
キ
ノ
リ
ン―

九―

カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド
及
び
そ
の
塩
類

百
十
八
　
Ｎ
・
Ｎ―
ジ
エ
チ
ル―

七―

メ
チ
ル―

四―

ペ
ン
タ
ノ
イ
ル―

四
・
六
・
六
ａ
・
七
・
八
・
九―

ヘ
キ

サ
ヒ
ド
ロ
イ
ン
ド
ロ
［
四
・
三―

ｆ
ｇ
］
キ
ノ
リ
ン―

九―

カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド
及
び
そ
の
塩
類

百
十
九
　
Ｎ
・
Ｎ―

ジ
エ
チ
ル―

五―

メ
ト
キ
シ
ト
リ
プ
タ
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
類

百
二
十
　
一―

（
シ
ク
ロ
ブ
チ
ル
メ
チ
ル
）―

Ｎ―

（
二―

フ
ェ
ニ
ル
プ
ロ
パ
ン―

二―

イ
ル
）―

一
Ｈ―

イ
ン

ダ
ゾ
ー
ル―

三―

カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド
及
び
そ
の
塩
類

百
二
十
一
　
一―

（
シ
ク
ロ
ブ
チ
ル
メ
チ
ル
）―

Ｎ―

（
二―

フ
ェ
ニ
ル
プ
ロ
パ
ン―

二―

イ
ル
）―

一
Ｈ―

イ

ン
ド
ー
ル―

三―

カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド
及
び
そ
の
塩
類

百
二
十
二
　
四―

（
シ
ク
ロ
プ
ロ
ピ
ル
カ
ル
ボ
ニ
ル
）―

Ｎ
・
Ｎ―

ジ
エ
チ
ル―

七―

メ
チ
ル―

四
・
六
・
六

ａ
・
七
・
八
・
九―

ヘ
キ
サ
ヒ
ド
ロ
イ
ン
ド
ロ
［
四
・
三―

ｆ
ｇ
］
キ
ノ
リ
ン―

九―

カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド
及
び

そ
の
塩
類

百
二
十
三
　
二―

（
シ
ク
ロ
ヘ
キ
シ
ル
ア
ミ
ノ
）―
一―
（
三
・
四―

メ
チ
レ
ン
ジ
オ
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
）
ブ
タ
ン

―

一―

オ
ン
及
び
そ
の
塩
類

百
二
十
四
　
二―

シ
ク
ロ
ヘ
キ
シ
ル―

一―

フ
ェ
ニ
ル―

二―
（
ピ
ロ
リ
ジ
ン―

一―

イ
ル
）
エ
タ
ン―

一―

オ

ン
及
び
そ
の
塩
類

百
二
十
五
　
二―

［
一―

（
シ
ク
ロ
ヘ
キ
シ
ル
メ
チ
ル
）―

一
Ｈ―
イ
ン
ダ
ゾ
ー
ル―

三―

カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド
］

―

三―

メ
チ
ル
ブ
タ
ン
酸
及
び
そ
の
塩
類

百
二
十
六
　
［
一―

（
シ
ク
ロ
ヘ
キ
シ
ル
メ
チ
ル
）―

一
Ｈ―

イ
ン
ド
ー
ル―
三―

イ
ル
］
（
ナ
フ
タ
レ
ン―

一―

イ
ル
）
メ
タ
ノ
ン
及
び
そ
の
塩
類

百
二
十
七
　
［
一―

（
シ
ク
ロ
ヘ
キ
シ
ル
メ
チ
ル
）―

一
Ｈ―

イ
ン
ド
ー
ル―

三―
イ
ル
］
（
四―

メ
ト
キ
シ
ナ
フ

タ
レ
ン―

一―

イ
ル
）
メ
タ
ノ
ン
及
び
そ
の
塩
類

百
二
十
八
　
五―

（
シ
ク
ロ
ヘ
キ
シ
ル
メ
チ
ル
）―

二―

（
二―

フ
ェ
ニ
ル
プ
ロ
パ
ン―
二―

イ
ル
）―

二
・
五

―

ジ
ヒ
ド
ロ―

一
Ｈ―

ピ
リ
ド
［
四
・
三―

ｂ
］
イ
ン
ド
ー
ル―

一―

オ
ン
及
び
そ
の
塩
類

百
二
十
九
　
一―

（
二
・
三―

ジ
ク
ロ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）
ピ
ペ
ラ
ジ
ン
及
び
そ
の
塩
類

百
三
十
　
二―

（
三
・
四―

ジ
ク
ロ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）―

二―

（
ピ
ペ
リ
ジ
ン―

二―

イ
ル
）
酢
酸
メ
チ
ル
エ
ス
テ

ル
及
び
そ
の
塩
類

百
三
十
一
　
四―

（
三
・
四―

ジ
ク
ロ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）―

七―

メ
ト
キ
シ―

二―

メ
チ
ル―

一
・
二
・
三
・
四―

テ
ト
ラ
ヒ
ド
ロ
イ
ソ
キ
ノ
リ
ン
及
び
そ
の
塩
類

百
三
十
二
　
一―

（
二
・
三―

ジ
ヒ
ド
ロ
ベ
ン
ゾ
フ
ラ
ン―

五―

イ
ル
）―

二―

（
ピ
ロ
リ
ジ
ン―

一―

イ
ル
）

ペ
ン
タ
ン―

一―

オ
ン
及
び
そ
の
塩
類

百
三
十
三
　
一―

（
二
・
三―

ジ
ヒ
ド
ロ
ベ
ン
ゾ
フ
ラ
ン―

五―

イ
ル
）
プ
ロ
パ
ン―

二―

ア
ミ
ン
及
び
そ
の

塩
類

百
三
十
四
　
一―

（
二
・
三―

ジ
ヒ
ド
ロ
ベ
ン
ゾ
フ
ラ
ン―

六―

イ
ル
）
プ
ロ
パ
ン―

二―

ア
ミ
ン
及
び
そ
の

塩
類

百
三
十
五
　
一―

（
二
・
三―

ジ
ヒ
ド
ロ
ベ
ン
ゾ
フ
ラ
ン―

五―

イ
ル
）―

Ｎ―

メ
チ
ル
プ
ロ
パ
ン―

二―

ア
ミ

ン
及
び
そ
の
塩
類

百
三
十
六
　
一
・
二―

ジ
フ
ェ
ニ
ル―

二―

（
ピ
ロ
リ
ジ
ン―

一―

イ
ル
）
エ
タ
ン―

一―

オ
ン
及
び
そ
の
塩
類

百
三
十
七
　
ジ
フ
ェ
ニ
ル
（
ピ
ロ
リ
ジ
ン―

二―

イ
ル
）
メ
タ
ノ
ー
ル
及
び
そ
の
塩
類

百
三
十
八
　
二―

（
ジ
フ
ェ
ニ
ル
メ
チ
ル
）
ピ
ペ
リ
ジ
ン
及
び
そ
の
塩
類

百
三
十
九
　
二―

（
ジ
フ
ェ
ニ
ル
メ
チ
ル
）
ピ
ロ
リ
ジ
ン
及
び
そ
の
塩
類

百
四
十
　
一―

［
（
二
・
二―

ジ
フ
ル
オ
ロ
ベ
ン
ゾ
［
ｄ
］
［
一
・
三
］
ジ
オ
キ
ソ
ー
ル―

五―

イ
ル
）
メ
チ
ル
］

ピ
ペ
ラ
ジ
ン
及
び
そ
の
塩
類

百
四
十
一
　
Ｎ
・
Ｎ―

ジ
プ
ロ
ピ
ル
ト
リ
プ
タ
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
類

百
四
十
二
　
（
二
・
四―

ジ
メ
チ
ル
ア
ゼ
チ
ジ
ン―

一―

イ
ル
）―

（
七―

メ
チ
ル―

四
・
六
・
六
ａ
・
七
・
八
・

九―

ヘ
キ
サ
ヒ
ド
ロ
イ
ン
ド
ロ
［
四
・
三―

ｆ
ｇ
］
キ
ノ
リ
ン―

九―

イ
ル
）
メ
タ
ノ
ン
及
び
そ
の
塩
類

百
四
十
三
　
二―

［
（
ジ
メ
チ
ル
ア
ミ
ノ
）
メ
チ
ル
］―

一―

（
三―

ヒ
ド
ロ
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
）
シ
ク
ロ
ヘ
キ
サ

ノ
ー
ル
及
び
そ
の
塩
類

百
四
十
四
　
一―

（
三
・
四―

ジ
メ
チ
ル
フ
ェ
ニ
ル
）―

二―

（
エ
チ
ル
ア
ミ
ノ
）
ブ
タ
ン―

一―

オ
ン
及
び
そ

の
塩
類

百
四
十
五
　
一―

（
三
・
四―

ジ
メ
チ
ル
フ
ェ
ニ
ル
）―

二―

（
エ
チ
ル
ア
ミ
ノ
）
ペ
ン
タ
ン―

一―

オ
ン
及
び

そ
の
塩
類

百
四
十
六
　
一―

（
三
・
四―

ジ
メ
チ
ル
フ
ェ
ニ
ル
）―

二―

（
ピ
ロ
リ
ジ
ン―

一―

イ
ル
）
ペ
ン
タ
ン―

一―

オ
ン
及
び
そ
の
塩
類

百
四
十
七
　
二―

［
二
・
五―

ジ
メ
ト
キ
シ―

四―

（
ト
リ
フ
ル
オ
ロ
メ
チ
ル
）
フ
ェ
ニ
ル
］
エ
タ
ン
ア
ミ
ン
及

び
そ
の
塩
類

百
四
十
八
　
二―

（
二
・
五―

ジ
メ
ト
キ
シ―

四―

ニ
ト
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）
エ
タ
ン
ア
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
類

百
四
十
九
　
一―

（
二
・
五―

ジ
メ
ト
キ
シ―

四―

ニ
ト
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）
プ
ロ
パ
ン―

二―

ア
ミ
ン
及
び
そ
の

塩
類

百
五
十
　
二―

（
二
・
五―

ジ
メ
ト
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
）
エ
タ
ン
ア
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
類

百
五
十
一
　
一―

（
三
・
四―

ジ
メ
ト
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
）―

二―

（
エ
チ
ル
ア
ミ
ノ
）
ペ
ン
タ
ン―

一―

オ
ン
及

び
そ
の
塩
類

百
五
十
二
　
一―

（
三
・
四―

ジ
メ
ト
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
）―

二―

（
ピ
ロ
リ
ジ
ン―

一―

イ
ル
）
ヘ
キ
サ
ン―

一

―

オ
ン
及
び
そ
の
塩
類

百
五
十
三
　
一―

（
三
・
四―

ジ
メ
ト
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
）―

二―

（
ピ
ロ
リ
ジ
ン―

一―

イ
ル
）
ペ
ン
タ
ン―

一

―

オ
ン
及
び
そ
の
塩
類

百
五
十
四
　
一―

（
三
・
四―

ジ
メ
ト
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
）―

二―

（
メ
チ
ル
ア
ミ
ノ
）
プ
ロ
パ
ン―

一―

オ
ン
及

び
そ
の
塩
類

百
五
十
五
　
二―

（
二
・
五―

ジ
メ
ト
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
）―

Ｎ―

（
二―

メ
ト
キ
シ
ベ
ン
ジ
ル
）
エ
タ
ン
ア
ミ
ン

及
び
そ
の
塩
類

百
五
十
六
　
二―

（
二
・
五―

ジ
メ
ト
キ
シ―

四―

プ
ロ
ピ
ル
フ
ェ
ニ
ル
）
エ
タ
ン
ア
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
類

百
五
十
七
　
一―

（
三
・
五―

ジ
メ
ト
キ
シ―

四―

プ
ロ
ポ
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
）
プ
ロ
パ
ン―

二―

ア
ミ
ン
及
び
そ

の
塩
類

百
五
十
八
　
二―

（
二
・
五―

ジ
メ
ト
キ
シ―

四―

メ
チ
ル
フ
ェ
ニ
ル
）
エ
タ
ン
ア
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
類

百
五
十
九
　
二―

（
二
・
五―

ジ
メ
ト
キ
シ―

四―

メ
チ
ル
フ
ェ
ニ
ル
）―

二―

メ
ト
キ
シ
エ
タ
ン
ア
ミ
ン
及
び

そ
の
塩
類

百
六
十
　
｛
一―

［
（
テ
ト
ラ
ヒ
ド
ロ
ピ
ラ
ン―

四―

イ
ル
）
メ
チ
ル
］―

一
Ｈ―

イ
ン
ド
ー
ル―

三―

イ
ル
｝

（
二
・
二
・
三
・
三―

テ
ト
ラ
メ
チ
ル
シ
ク
ロ
プ
ロ
パ
ン―

一―

イ
ル
）
メ
タ
ノ
ン
及
び
そ
の
塩
類

百
六
十
一
　
（
二
・
二
・
三
・
三―

テ
ト
ラ
メ
チ
ル
シ
ク
ロ
プ
ロ
パ
ン―

一―

イ
ル
）
［
一―

（
四
・
四
・
四―

ト

リ
フ
ル
オ
ロ
ブ
チ
ル
）―

一
Ｈ―

イ
ン
ド
ー
ル―

三―

イ
ル
］
メ
タ
ノ
ン
及
び
そ
の
塩
類

百
六
十
二
　
二―

（
二
・
四
・
五―

ト
リ
ク
ロ
ロ―

三
・
六―

ジ
メ
ト
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
）
エ
タ
ン
ア
ミ
ン
及
び
そ

の
塩
類

百
六
十
三
　
一―
（
二
・
四
・
六―

ト
リ
メ
ト
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
）
プ
ロ
パ
ン―

二―

ア
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
類

百
六
十
四
　
二―

（
ナ
フ
タ
レ
ン―

二―

イ
ル
）―

二―

（
ピ
ペ
リ
ジ
ン―

二―

イ
ル
）
酢
酸
エ
チ
ル
エ
ス
テ
ル

及
び
そ
の
塩
類

百
六
十
五
　
二―

（
ナ
フ
タ
レ
ン―

二―

イ
ル
）―

二―

（
ピ
ペ
リ
ジ
ン―

二―

イ
ル
）
酢
酸
メ
チ
ル
エ
ス
テ
ル

及
び
そ
の
塩
類

3



百
六
十
六
　
一―

（
ナ
フ
タ
レ
ン―

二―

イ
ル
）―

二―

（
ピ
ロ
リ
ジ
ン―

一―

イ
ル
）
ペ
ン
タ
ン―

一―

オ
ン

及
び
そ
の
塩
類

百
六
十
七
　
ナ
フ
タ
レ
ン―

一―

イ
ル＝

一―

（
四―

フ
ル
オ
ロ
ベ
ン
ジ
ル
）―

一
Ｈ―

イ
ン
ド
ー
ル―

三―

カ

ル
ボ
キ
シ
ラ
ー
ト
及
び
そ
の
塩
類

百
六
十
八
　
ナ
フ
タ
レ
ン―

一―

イ
ル＝

一―

（
五―

フ
ル
オ
ロ
ペ
ン
チ
ル
）―

一
Ｈ―

イ
ン
ダ
ゾ
ー
ル―

三―

カ
ル
ボ
キ
シ
ラ
ー
ト
及
び
そ
の
塩
類

百
六
十
九
　
Ｎ―

（
ナ
フ
タ
レ
ン―

一―

イ
ル
）―

一―

（
五―

フ
ル
オ
ロ
ペ
ン
チ
ル
）―

一
Ｈ―

イ
ン
ド
ー
ル

―

三―

カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド
及
び
そ
の
塩
類

百
七
十
　
ナ
フ
タ
レ
ン―

一―

イ
ル＝

一―

（
五―

フ
ル
オ
ロ
ペ
ン
チ
ル
）―

一
Ｈ―

イ
ン
ド
ー
ル―

三―

カ
ル

ボ
キ
シ
ラ
ー
ト
及
び
そ
の
塩
類

百
七
十
一
　
ナ
フ
タ
レ
ン―
一―

イ
ル
（
一―

ペ
ン
チ
ル―

一
Ｈ―

イ
ン
ダ
ゾ
ー
ル―

三―

イ
ル
）
メ
タ
ノ
ン
及

び
そ
の
塩
類

百
七
十
二
　
Ｎ―

（
ナ
フ
タ
レ
ン―
一―

イ
ル
）―

一―

ペ
ン
チ
ル―

一
Ｈ―

イ
ン
ダ
ゾ
ー
ル―

三―

カ
ル
ボ
キ

サ
ミ
ド
及
び
そ
の
塩
類

百
七
十
三
　
ナ
フ
タ
レ
ン―

一―

イ
ル＝
一―

ペ
ン
チ
ル―

一
Ｈ―

イ
ン
ダ
ゾ
ー
ル―

三―

カ
ル
ボ
キ
シ
ラ
ー
ト

及
び
そ
の
塩
類

百
七
十
四
　
Ｎ―

（
ナ
フ
タ
レ
ン―

一―

イ
ル
）―

一―

ペ
ン
チ
ル―

一
Ｈ―

イ
ン
ド
ー
ル―

三―

カ
ル
ボ
キ
サ

ミ
ド
及
び
そ
の
塩
類

百
七
十
五
　
ナ
フ
タ
レ
ン―

一―

イ
ル
［
四―

（
ペ
ン
チ
ル
オ
キ
シ
）
ナ
フ
タ
レ
ン―

一―

イ
ル
］
メ
タ
ノ
ン
及

び
そ
の
塩
類

百
七
十
六
　
ナ
フ
タ
レ
ン―

一―

イ
ル
（
九―

ペ
ン
チ
ル―
九
Ｈ―

カ
ル
バ
ゾ
ー
ル―

三―

イ
ル
）
メ
タ
ノ
ン
及

び
そ
の
塩
類

百
七
十
七
　
ナ
フ
タ
レ
ン―

一―

イ
ル
（
一―

ペ
ン
チ
ル―

一
Ｈ―
ピ
ロ
ー
ル―

三―

イ
ル
）
メ
タ
ノ
ン
及
び
そ

の
塩
類

百
七
十
八
　
ナ
フ
タ
レ
ン―

一―

イ
ル
（
一―

ペ
ン
チ
ル―

五―

フ
ェ
ニ
ル―

一
Ｈ―

ピ
ロ
ー
ル―

三―

イ
ル
）

メ
タ
ノ
ン
及
び
そ
の
塩
類

百
七
十
九
　
Ｎ―

（
ナ
フ
タ
レ
ン―

一―

イ
ル
）―

一―

ペ
ン
チ
ル―

Ｎ―

（
一―
ペ
ン
チ
ル―

一
Ｈ―

イ
ン
ド

ー
ル―

三―

カ
ル
ボ
ニ
ル
）―

一
Ｈ―

イ
ン
ド
ー
ル―

三―

カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド
及
び
そ
の
塩
類

百
八
十
　
二―

｛
［
ビ
ス
（
四―

フ
ル
オ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）
メ
チ
ル
］
ス
ル
フ
ィ
ニ
ル
｝
ア
セ
ト
ア
ミ
ド
及
び
そ
の

塩
類

百
八
十
一
　
二―

｛
［
ビ
ス
（
四―

フ
ル
オ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）
メ
チ
ル
］
ス
ル
フ
ィ
ニ
ル
｝―

Ｎ―
メ
チ
ル
ア
セ
ト

ア
ミ
ド
及
び
そ
の
塩
類

百
八
十
二
　
四―

ヒ
ド
ロ
キ
シ―

Ｎ―

イ
ソ
プ
ロ
ピ
ル―

Ｎ―

メ
チ
ル
ト
リ
プ
タ
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
類

百
八
十
三
　
四―

ヒ
ド
ロ
キ
シ―

Ｎ
・
Ｎ―

ジ
イ
ソ
プ
ロ
ピ
ル
ト
リ
プ
タ
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
類

百
八
十
四
　
Ｎ―

｛
一―

［
二―

ヒ
ド
ロ
キ
シ―

二―

（
チ
オ
フ
ェ
ン―

二―

イ
ル
）
エ
チ
ル
］
ピ
ペ
リ
ジ
ン―

四―

イ
ル
｝―

Ｎ―

フ
ェ
ニ
ル
プ
ロ
パ
ン
ア
ミ
ド
及
び
そ
の
塩
類

百
八
十
五
　
（
一
Ｒ
Ｓ
・
三
Ｓ
Ｒ
）―

三―

［
二―

ヒ
ド
ロ
キ
シ―

四―

（
二―

メ
チ
ル
オ
ク
タ
ン―

二―

イ
ル
）

フ
ェ
ニ
ル
］
シ
ク
ロ
ヘ
キ
サ
ン―

一―

オ
ー
ル
及
び
そ
の
塩
類

百
八
十
六
　
三―

［
一―

（
ピ
ペ
リ
ジ
ン―

一―

イ
ル
）
シ
ク
ロ
ヘ
キ
シ
ル
］
フ
ェ
ノ
ー
ル
及
び
そ
の
塩
類

百
八
十
七
　
二―

（
ピ
ロ
リ
ジ
ン―

一―

イ
ル
）―

一―

（
チ
オ
フ
ェ
ン―

二―

イ
ル
）
ブ
タ
ン―

一―

オ
ン
及

び
そ
の
塩
類

百
八
十
八
　
二―

（
ピ
ロ
リ
ジ
ン―

一―

イ
ル
）―

一―

（
チ
オ
フ
ェ
ン―

二―

イ
ル
）
ペ
ン
タ
ン―

一―

オ
ン

及
び
そ
の
塩
類

百
八
十
九
　
二―

（
ピ
ロ
リ
ジ
ン―

一―

イ
ル
）―

一―

（
五
・
六
・
七
・
八―

テ
ト
ラ
ヒ
ド
ロ
ナ
フ
タ
レ
ン―

二―

イ
ル
）
ペ
ン
タ
ン―

一―

オ
ン
及
び
そ
の
塩
類

百
九
十
　
二―

フ
ェ
ニ
ル―

二―

（
ピ
ペ
リ
ジ
ン―

二―

イ
ル
）
酢
酸
イ
ソ
プ
ロ
ピ
ル
エ
ス
テ
ル
及
び
そ
の
塩
類

百
九
十
一
　
一―

フ
ェ
ニ
ル―

二―

（
ピ
ペ
リ
ジ
ン―

一―

イ
ル
）
ブ
タ
ン―

一―

オ
ン
及
び
そ
の
塩
類

百
九
十
二
　
Ｎ―

（
二―

フ
ェ
ニ
ル
プ
ロ
パ
ン―

二―

イ
ル
）―

一―

［
（
テ
ト
ラ
ヒ
ド
ロ―

二
Ｈ―

ピ
ラ
ン―

四―

イ
ル
）
メ
チ
ル
］―

一
Ｈ―

イ
ン
ダ
ゾ
ー
ル―

三―

カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド
及
び
そ
の
塩
類

百
九
十
三
　
一―

（
一―

フ
ェ
ニ
ル
ペ
ン
タ
ン―

二―

イ
ル
）
ピ
ロ
リ
ジ
ン
及
び
そ
の
塩
類

百
九
十
四
　
Ｎ―

（
一―

フ
ェ
ネ
チ
ル
ピ
ペ
リ
ジ
ン―

四―

イ
ル
）―

Ｎ―

フ
ェ
ニ
ル
イ
ソ
ブ
チ
ル
ア
ミ
ド
及
び

そ
の
塩
類

百
九
十
五
　
Ｎ―

（
一―

フ
ェ
ネ
チ
ル
ピ
ペ
リ
ジ
ン―

四―

イ
ル
）―

Ｎ―

フ
ェ
ニ
ル
シ
ク
ロ
ペ
ン
タ
ン
カ
ル
ボ

キ
サ
ミ
ド
及
び
そ
の
塩
類

百
九
十
六
　
四―

ブ
タ
ノ
イ
ル―

Ｎ
・
Ｎ―

ジ
エ
チ
ル―

七―

メ
チ
ル―

四
・
六
・
六
ａ
・
七
・
八
・
九―

ヘ
キ

サ
ヒ
ド
ロ
イ
ン
ド
ロ
［
四
・
三―

ｆ
ｇ
］
キ
ノ
リ
ン―

九―

カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド
及
び
そ
の
塩
類

百
九
十
七
　
二―

（
ブ
チ
ル
ア
ミ
ノ
）―

一―

（
四―

ク
ロ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）
プ
ロ
パ
ン―

一―

オ
ン
及
び
そ
の

塩
類

百
九
十
八
　
二―

（
ブ
チ
ル
ア
ミ
ノ
）―

一―

（
三
・
四―

メ
チ
レ
ン
ジ
オ
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
）
ブ
タ
ン―

一―

オ

ン
及
び
そ
の
塩
類

百
九
十
九
　
二―

（
ブ
チ
ル
ア
ミ
ノ
）―

一―

（
三
・
四―

メ
チ
レ
ン
ジ
オ
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
）
ペ
ン
タ
ン―

一―

オ
ン
及
び
そ
の
塩
類

二
百
　
一―

ブ
チ
ル―

Ｎ―

（
二―

フ
ェ
ニ
ル
プ
ロ
パ
ン―

二―

イ
ル
）―

一
Ｈ―

イ
ン
ド
ー
ル―

三―

カ
ル
ボ

キ
サ
ミ
ド
及
び
そ
の
塩
類

二
百
一
　
二―

（
四―

ブ
ト
キ
シ
ベ
ン
ジ
ル
）―

一―

（
二―

ジ
エ
チ
ル
ア
ミ
ノ
）
エ
チ
ル―

五―

ニ
ト
ロ
ベ
ン

ズ
イ
ミ
ダ
ゾ
ー
ル
及
び
そ
の
塩
類

二
百
二
　
Ｎ―

｛
一―

［
二―

（
フ
ラ
ン―

二―

イ
ル
）
エ
チ
ル
］
ピ
ペ
リ
ジ
ン―

四―

イ
ル
｝―

Ｎ―

フ
ェ
ニ

ル
プ
ロ
パ
ン
ア
ミ
ド
及
び
そ
の
塩
類

二
百
三
　
一―

（
四―

フ
ル
オ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）―

二―

（
イ
ソ
プ
ロ
ピ
ル
ア
ミ
ノ
）
ペ
ン
タ
ン―

一―

オ
ン
及
び

そ
の
塩
類

二
百
四
　
一―

［
一―

（
三―

フ
ル
オ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）
シ
ク
ロ
ヘ
キ
シ
ル
］
ピ
ペ
リ
ジ
ン
及
び
そ
の
塩
類

二
百
五
　
一―

（
四―

フ
ル
オ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）
ピ
ペ
ラ
ジ
ン
及
び
そ
の
塩
類

二
百
六
　
二―

（
四―

フ
ル
オ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）―

二―

（
ピ
ペ
リ
ジ
ン―

二―

イ
ル
）
酢
酸
メ
チ
ル
エ
ス
テ
ル
及

び
そ
の
塩
類

二
百
七
　
一―

（
四―

フ
ル
オ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）―

二―

（
ピ
ペ
リ
ジ
ン―

一―

イ
ル
）
ペ
ン
タ
ン―

一―

オ
ン
及

び
そ
の
塩
類

二
百
八
　
Ｎ―

（
四―

フ
ル
オ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）―

Ｎ―

（
一―

フ
ェ
ネ
チ
ル
ピ
ペ
リ
ジ
ン―

四―

イ
ル
）
フ
ラ
ン

―

二―

カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド
及
び
そ
の
塩
類

二
百
九
　
一―

（
二―

フ
ル
オ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）
プ
ロ
パ
ン―

二―

ア
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
類

二
百
十
　
一―

（
三―

フ
ル
オ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）
プ
ロ
パ
ン―

二―

ア
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
類

二
百
十
一
　
［
五―

（
二―

フ
ル
オ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）―

一―

ペ
ン
チ
ル―

一
Ｈ―

ピ
ロ
ー
ル―

三―

イ
ル
］
（
ナ
フ

タ
レ
ン―

一―

イ
ル
）
メ
タ
ノ
ン
及
び
そ
の
塩
類

二
百
十
二
　
［
五―

（
三―

フ
ル
オ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）―

一―

ペ
ン
チ
ル―

一
Ｈ―

ピ
ロ
ー
ル―

三―

イ
ル
］
（
ナ
フ

タ
レ
ン―

一―

イ
ル
）
メ
タ
ノ
ン
及
び
そ
の
塩
類

二
百
十
三
　
二―

（
二―

フ
ル
オ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）―

二―

（
メ
チ
ル
ア
ミ
ノ
）
シ
ク
ロ
ヘ
キ
サ
ノ
ン
及
び
そ
の

塩
類

二
百
十
四
　
一―

（
二―

フ
ル
オ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）―

Ｎ―

メ
チ
ル
プ
ロ
パ
ン―

二―

ア
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
類

二
百
十
五
　
一―

（
三―

フ
ル
オ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）―

Ｎ―

メ
チ
ル
プ
ロ
パ
ン―

二―

ア
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
類

二
百
十
六
　
一―
（
四―

フ
ル
オ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）―

Ｎ―

メ
チ
ル
プ
ロ
パ
ン―

二―

ア
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
類

二
百
十
七
　
二―
（
二―

フ
ル
オ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）―

三―

メ
チ
ル
モ
ル
フ
ォ
リ
ン
及
び
そ
の
塩
類

二
百
十
八
　
二―

（
三―
フ
ル
オ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）―

三―

メ
チ
ル
モ
ル
フ
ォ
リ
ン
及
び
そ
の
塩
類

二
百
十
九
　
二―

（
四―
フ
ル
オ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）―

三―

メ
チ
ル
モ
ル
フ
ォ
リ
ン
及
び
そ
の
塩
類

二
百
二
十
　
［
一―

（
四―

フ
ル
オ
ロ
ベ
ン
ジ
ル
）―

一
Ｈ―

イ
ン
ド
ー
ル―

三―

イ
ル
］
（
二
・
二
・
三
・
三―

テ
ト
ラ
メ
チ
ル
シ
ク
ロ
プ
ロ
ピ
ル
）
メ
タ
ノ
ン
及
び
そ
の
塩
類
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二
百
二
十
一
　
［
一―

（
四―

フ
ル
オ
ロ
ベ
ン
ジ
ル
）―

一
Ｈ―

イ
ン
ド
ー
ル―

三―

イ
ル
］
（
ナ
フ
タ
レ
ン―

一

―

イ
ル
）
メ
タ
ノ
ン
及
び
そ
の
塩
類

二
百
二
十
二
　
一―

（
四―

フ
ル
オ
ロ
ベ
ン
ジ
ル
）―

Ｎ―

（
ナ
フ
タ
レ
ン―

一―

イ
ル
）―

一
Ｈ―

イ
ン
ド
ー

ル―

三―

カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド
及
び
そ
の
塩
類

二
百
二
十
三
　
Ｎ―

（
二―

フ
ル
オ
ロ
ベ
ン
ジ
ル
）―

二―

（
四―

ヨ
ー
ド―

二
・
五―

ジ
メ
ト
キ
シ
フ
ェ
ニ

ル
）
エ
タ
ン
ア
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
類

二
百
二
十
四
　
［
一―

（
五―

フ
ル
オ
ロ
ペ
ン
チ
ル
）―

一
Ｈ―

イ
ン
ダ
ゾ
ー
ル―

三―

イ
ル
］
（
ナ
フ
タ
レ
ン―

一―

イ
ル
）
メ
タ
ノ
ン
及
び
そ
の
塩
類

二
百
二
十
五
　
［
一―
（
五―

フ
ル
オ
ロ
ペ
ン
チ
ル
）―

一
Ｈ―

イ
ン
ド
ー
ル―

三―

イ
ル
］
（
ピ
リ
ジ
ン―

三―

イ
ル
）
メ
タ
ノ
ン
及
び
そ
の
塩
類

二
百
二
十
六
　
［
一―

（
五―
フ
ル
オ
ロ
ペ
ン
チ
ル
）―

一
Ｈ―

イ
ン
ド
ー
ル―

三―

イ
ル
］
（
二―

ヨ
ー
ド
フ
ェ

ニ
ル
）
メ
タ
ノ
ン
及
び
そ
の
塩
類

二
百
二
十
七
　
一―

（
五―

フ
ル
オ
ロ
ペ
ン
チ
ル
）―

Ｎ―

（
ナ
フ
タ
レ
ン―

一―

イ
ル
）―

一
Ｈ―

イ
ン
ダ
ゾ

ー
ル―

三―

カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド
及
び
そ
の
塩
類

二
百
二
十
八
　
一―

（
五―

フ
ル
オ
ロ
ペ
ン
チ
ル
）―

Ｎ―

フ
ェ
ニ
ル―

一
Ｈ―

イ
ン
ド
ー
ル―

三―

カ
ル
ボ
キ

サ
ミ
ド
及
び
そ
の
塩
類

二
百
二
十
九
　
一―

（
五―

フ
ル
オ
ロ
ペ
ン
チ
ル
）―

Ｎ―

（
二―

フ
ェ
ニ
ル
プ
ロ
パ
ン―

二―

イ
ル
）―

一
Ｈ

―

イ
ン
ダ
ゾ
ー
ル―

三―

カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド
及
び
そ
の
塩
類

二
百
三
十
　
一―

（
五―

フ
ル
オ
ロ
ペ
ン
チ
ル
）―
Ｎ―
（
二―

フ
ェ
ニ
ル
プ
ロ
パ
ン―

二―

イ
ル
）―

一
Ｈ―

イ
ン
ド
ー
ル―

三―

カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド
及
び
そ
の
塩
類

二
百
三
十
一
　
五―

（
五―

フ
ル
オ
ロ
ペ
ン
チ
ル
）―

二―
（
二―

フ
ェ
ニ
ル
プ
ロ
パ
ン―

二―

イ
ル
）―

二
・

五―

ジ
ヒ
ド
ロ―

一
Ｈ―

ピ
リ
ド
［
四
・
三―

ｂ
］
イ
ン
ド
ー
ル―

一―

オ
ン
及
び
そ
の
塩
類

二
百
三
十
二
　
一―

（
五―

フ
ル
オ
ロ
ペ
ン
チ
ル
）―

Ｎ―

（
二―
フ
ェ
ニ
ル
プ
ロ
パ
ン―

二―

イ
ル
）―

一
Ｈ

―

ピ
ロ
ロ
［
二
・
三―

ｂ
］
ピ
リ
ジ
ン―

三―

カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド
及
び
そ
の
塩
類

二
百
三
十
三
　
［
一―

（
五―

フ
ル
オ
ロ
ペ
ン
チ
ル
）―

一
Ｈ―

ベ
ン
ゾ
［
ｄ
］
イ
ミ
ダ
ゾ
ー
ル―

二―

イ
ル
］

（
ナ
フ
タ
レ
ン―

一―

イ
ル
）
メ
タ
ノ
ン
及
び
そ
の
塩
類

二
百
三
十
四
　
一―

（
四―

フ
ル
オ
ロ―

三―

メ
チ
ル
フ
ェ
ニ
ル
）―

二―

（
ピ
ロ
リ
ジ
ン―

一―

イ
ル
）
ペ
ン

タ
ン―

一―

オ
ン
及
び
そ
の
塩
類

二
百
三
十
五
　
二―

（
四―

ブ
ロ
モ―

二
・
五―

ジ
メ
ト
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
）―

Ｎ―

（
二―

フ
ル
オ
ロ
ベ
ン
ジ

ル
）
エ
タ
ン
ア
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
類

二
百
三
十
六
　
二―

［
（
四―

ブ
ロ
モ―

二
・
五―

ジ
メ
ト
キ
シ
フ
ェ
ネ
チ
ル
ア
ミ
ノ
）
メ
チ
ル
］
フ
ェ
ノ
ー
ル

及
び
そ
の
塩
類

二
百
三
十
七
　
二―

（
八―

ブ
ロ
モ―

二
・
三
・
六
・
七―

テ
ト
ラ
ヒ
ド
ロ
ベ
ン
ゾ
［
一
・
二―

ｂ
：
四
・
五―

ｂ'

］
ジ
フ
ラ
ン―

四―

イ
ル
）
エ
タ
ン
ア
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
類

二
百
三
十
八
　
一―

（
八―

ブ
ロ
モ
ベ
ン
ゾ
［
一
・
二―

ｂ
：
四
・
五―

ｂ'

］
ジ
フ
ラ
ン―

四―

イ
ル
）
プ
ロ

パ
ン―

二―

ア
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
類

二
百
三
十
九
　
二―

ベ
ン
ジ
ル
ア
ミ
ノ―

一―

（
三
・
四―

メ
チ
レ
ン
ジ
オ
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
）
プ
ロ
パ
ン―

一―

オ
ン
及
び
そ
の
塩
類

二
百
四
十
　
四―

ベ
ン
ジ
ル
ピ
ペ
リ
ジ
ン
及
び
そ
の
塩
類

二
百
四
十
一
　
Ｎ―

ベ
ン
ジ
ル―

一―

（
五―

フ
ル
オ
ロ
ペ
ン
チ
ル
）―

一
Ｈ―

イ
ン
ド
ー
ル―

三―

カ
ル
ボ
キ

サ
ミ
ド
及
び
そ
の
塩
類

二
百
四
十
二
　
Ｎ―

ベ
ン
ジ
ル―

一―

ペ
ン
チ
ル―

一
Ｈ―

イ
ン
ド
ー
ル―

三―

カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド
及
び
そ
の

塩
類

二
百
四
十
三
　
一―

ベ
ン
ジ
ル―

四―

メ
チ
ル
ピ
ペ
ラ
ジ
ン
及
び
そ
の
塩
類

二
百
四
十
四
　
一―

［
一―

（
ベ
ン
ゾ
［
ｂ
］
チ
オ
フ
ェ
ン―

二―

イ
ル
）
シ
ク
ロ
ヘ
キ
シ
ル
］
ピ
ペ
リ
ジ
ン
及

び
そ
の
塩
類

二
百
四
十
五
　
一―

（
ベ
ン
ゾ
フ
ラ
ン―

二―

イ
ル
）―

Ｎ―

エ
チ
ル
プ
ロ
パ
ン―

二―

ア
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
類

二
百
四
十
六
　
一―

（
ベ
ン
ゾ
フ
ラ
ン―

四―

イ
ル
）―

Ｎ―

エ
チ
ル
プ
ロ
パ
ン―

二―

ア
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
類

二
百
四
十
七
　
一―

（
ベ
ン
ゾ
フ
ラ
ン―

五―

イ
ル
）―

Ｎ―

エ
チ
ル
プ
ロ
パ
ン―

二―

ア
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
類

二
百
四
十
八
　
一―

（
ベ
ン
ゾ
フ
ラ
ン―

六―

イ
ル
）―

Ｎ―

エ
チ
ル
プ
ロ
パ
ン―

二―

ア
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
類

二
百
四
十
九
　
一―

（
ベ
ン
ゾ
フ
ラ
ン―

二―

イ
ル
）
プ
ロ
パ
ン―

二―

ア
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
類

二
百
五
十
　
一―

（
ベ
ン
ゾ
フ
ラ
ン―

五―

イ
ル
）
プ
ロ
パ
ン―

二―

ア
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
類

二
百
五
十
一
　
一―

（
ベ
ン
ゾ
フ
ラ
ン―

六―

イ
ル
）
プ
ロ
パ
ン―

二―

ア
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
類

二
百
五
十
二
　
一―

（
ベ
ン
ゾ
フ
ラ
ン―

二―

イ
ル
）―

Ｎ―

メ
チ
ル
プ
ロ
パ
ン―

二―

ア
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
類

二
百
五
十
三
　
一―

（
ベ
ン
ゾ
フ
ラ
ン―

五―

イ
ル
）―

Ｎ―

メ
チ
ル
プ
ロ
パ
ン―

二―

ア
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
類

二
百
五
十
四
　
一―

ペ
ン
チ
ル―

Ｎ―

（
キ
ノ
リ
ン―

八―

イ
ル
）―

一
Ｈ―

イ
ン
ダ
ゾ
ー
ル―

三―

カ
ル
ボ
キ

サ
ミ
ド
及
び
そ
の
塩
類

二
百
五
十
五
　
一―

ペ
ン
チ
ル―

Ｎ―

（
二―

フ
ェ
ニ
ル
プ
ロ
パ
ン―

二―

イ
ル
）―

一
Ｈ―

イ
ン
ダ
ゾ
ー
ル―

三―

カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド
及
び
そ
の
塩
類

二
百
五
十
六
　
一―

ペ
ン
チ
ル―

Ｎ―

（
二―

フ
ェ
ニ
ル
プ
ロ
パ
ン―

二―

イ
ル
）―

一
Ｈ―

イ
ン
ド
ー
ル―

三

―

カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド
及
び
そ
の
塩
類

二
百
五
十
七
　
［
一―

（
一―

メ
チ
ル
ア
ゼ
パ
ン―

三―

イ
ル
）―

一
Ｈ―

イ
ン
ド
ー
ル―

三―

イ
ル
］
（
ナ
フ
タ

レ
ン―

一―

イ
ル
）
メ
タ
ノ
ン
及
び
そ
の
塩
類

二
百
五
十
八
　
二―

（
メ
チ
ル
ア
ミ
ノ
）―

一―

（
三
・
四―

ジ
メ
チ
ル
フ
ェ
ニ
ル
）
プ
ロ
パ
ン―

一―

オ
ン
及

び
そ
の
塩
類

二
百
五
十
九
　
二―

（
メ
チ
ル
ア
ミ
ノ
）―

一―

（
チ
オ
フ
ェ
ン―

二―

イ
ル
）
プ
ロ
パ
ン―

一―

オ
ン
及
び
そ

の
塩
類

二
百
六
十
　
二―

（
メ
チ
ル
ア
ミ
ノ
）―

二―

フ
ェ
ニ
ル
シ
ク
ロ
ヘ
キ
サ
ノ
ン
及
び
そ
の
塩
類

二
百
六
十
一
　
二―

［
（
メ
チ
ル
ア
ミ
ノ
）
メ
チ
ル
］―

三
・
四―

ジ
ヒ
ド
ロ
ナ
フ
タ
レ
ン―

一
（
二
Ｈ
）―

オ

ン
及
び
そ
の
塩
類

二
百
六
十
二
　
Ｎ―

メ
チ
ル
イ
ン
ダ
ン―

二―

ア
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
類

二
百
六
十
三
　
（
Ｅ
）―

メ
チ
ル＝

二―

［
（
二
Ｓ
・
三
Ｓ
・
七
ａ
Ｓ
・
十
二
ｂ
Ｓ
）―

三―

エ
チ
ル―

七
ａ―

ヒ

ド
ロ
キ
シ―

八―

メ
ト
キ
シ―

一
・
二
・
三
・
四
・
六
・
七
・
七
ａ
・
十
二
ｂ―

オ
ク
タ
ヒ
ド
ロ
イ
ン
ド
ロ

［
二
・
三―

ａ
］
キ
ノ
リ
ジ
ン―

二―

イ
ル
］―

三―

メ
ト
キ
シ
ア
ク
リ
ラ
ー
ト
及
び
そ
の
塩
類

二
百
六
十
四
　
（
Ｅ
）―

メ
チ
ル＝

二―

［
（
二
Ｓ
・
三
Ｓ
・
十
二
ｂ
Ｓ
）―

三―

エ
チ
ル―

八―

メ
ト
キ
シ―

一
・
二
・
三
・
四
・
六
・
七
・
十
二
・
十
二
ｂ―

オ
ク
タ
ヒ
ド
ロ
イ
ン
ド
ロ
［
二
・
三―

ａ
］
キ
ノ
リ
ジ
ン―

二―

イ
ル
］―

三―

メ
ト
キ
シ
ア
ク
リ
ラ
ー
ト
及
び
そ
の
塩
類

二
百
六
十
五
　
メ
チ
ル＝

二―

［
一―

（
シ
ク
ロ
ヘ
キ
シ
ル
メ
チ
ル
）―

一
Ｈ―

イ
ン
ダ
ゾ
ー
ル―

三―

カ
ル
ボ

キ
サ
ミ
ド
］―

三
・
三―

ジ
メ
チ
ル
ブ
タ
ノ
ア
ー
ト
及
び
そ
の
塩
類

二
百
六
十
六
　
メ
チ
ル＝

二―

［
一―

（
シ
ク
ロ
ヘ
キ
シ
ル
メ
チ
ル
）―

一
Ｈ―

イ
ン
ダ
ゾ
ー
ル―

三―

カ
ル
ボ

キ
サ
ミ
ド
］―

三―

メ
チ
ル
ブ
タ
ノ
ア
ー
ト
及
び
そ
の
塩
類

二
百
六
十
七
　
メ
チ
ル＝

二―

［
一―

（
シ
ク
ロ
ヘ
キ
シ
ル
メ
チ
ル
）―

一
Ｈ―

イ
ン
ド
ー
ル―

三―

カ
ル
ボ
キ

サ
ミ
ド
］―

三―

メ
チ
ル
ブ
タ
ノ
ア
ー
ト
及
び
そ
の
塩
類

二
百
六
十
八
　
メ
チ
ル＝

三―

（
三
・
四―

ジ
ク
ロ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）―

八―

メ
チ
ル―

八―

ア
ザ
ビ
シ
ク
ロ
［
三
・

二
・
一
］
オ
ク
タ
ン―

二―

カ
ル
ボ
キ
シ
ラ
ー
ト
及
び
そ
の
塩
類

二
百
六
十
九
　
Ｎ―

メ
チ
ル―

一―

（
ナ
フ
タ
レ
ン―

二―

イ
ル
）
プ
ロ
パ
ン―

二―

ア
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
類

二
百
七
十
　
（
四―

メ
チ
ル
ピ
ペ
ラ
ジ
ン―

一―

イ
ル
）
（
一―

ペ
ン
チ
ル―

一
Ｈ―

イ
ン
ド
ー
ル―

三―

イ
ル
）

メ
タ
ノ
ン
及
び
そ
の
塩
類

二
百
七
十
一
　
｛
一―

［
（
一―

メ
チ
ル
ピ
ペ
リ
ジ
ン―

二―

イ
ル
）
メ
チ
ル
］―

一
Ｈ―

イ
ン
ド
ー
ル―

三―

イ

ル
｝
（
ナ
フ
タ
レ
ン―

一―

イ
ル
）
メ
タ
ノ
ン
及
び
そ
の
塩
類

二
百
七
十
二
　
一―

［
一―

（
三―

メ
チ
ル
フ
ェ
ニ
ル
）
シ
ク
ロ
ヘ
キ
シ
ル
］
ピ
ロ
リ
ジ
ン
及
び
そ
の
塩
類

二
百
七
十
三
　
二―

（
四―
メ
チ
ル
フ
ェ
ニ
ル
）―

二―

（
ピ
ペ
リ
ジ
ン―

二―

イ
ル
）
酢
酸
メ
チ
ル
エ
ス
テ
ル

及
び
そ
の
塩
類

二
百
七
十
四
　
一―

（
四―

メ
チ
ル
フ
ェ
ニ
ル
）
プ
ロ
パ
ン―

二―

ア
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
類

5



二
百
七
十
五
　
メ
チ
ル
（
一―

フ
ェ
ニ
ル
プ
ロ
パ
ン―

二―

イ
ル
）
カ
ル
バ
ミ
ン
酸
一
・
一―

ジ
メ
チ
ル
エ
チ
ル

及
び
そ
の
塩
類

二
百
七
十
六
　
二―

（
二―

メ
チ
ル
フ
ェ
ニ
ル
）―

一―

（
一―

ペ
ン
チ
ル―

一
Ｈ―

イ
ン
ド
ー
ル―

三―

イ

ル
）
エ
タ
ン―

一―

オ
ン
及
び
そ
の
塩
類

二
百
七
十
七
　
一―

［
（
三―

メ
チ
ル
フ
ェ
ニ
ル
）
メ
チ
ル
］
ピ
ペ
ラ
ジ
ン
及
び
そ
の
塩
類

二
百
七
十
八
　
一―

（
三―

メ
チ
ル
フ
ェ
ニ
ル
）―

Ｎ―

メ
チ
ル
プ
ロ
パ
ン―

二―

ア
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
類

二
百
七
十
九
　
メ
チ
ル＝

二―

［
一―

（
四―

フ
ル
オ
ロ
ブ
チ
ル
）―

一
Ｈ―

イ
ン
ド
ー
ル―

三―

カ
ル
ボ
キ
サ

ミ
ド
］―

三
・
三―

ジ
メ
チ
ル
ブ
タ
ノ
ア
ー
ト
及
び
そ
の
塩
類

二
百
八
十
　
メ
チ
ル＝
二―

［
一―

（
四―

フ
ル
オ
ロ
ベ
ン
ジ
ル
）―

一
Ｈ―

イ
ン
ダ
ゾ
ー
ル―

三―

カ
ル
ボ
キ

サ
ミ
ド
］―

三
・
三―
ジ
メ
チ
ル
ブ
タ
ノ
ア
ー
ト
及
び
そ
の
塩
類

二
百
八
十
一
　
メ
チ
ル＝
二―

［
一―

（
四―

フ
ル
オ
ロ
ベ
ン
ジ
ル
）―

一
Ｈ―

イ
ン
ド
ー
ル―

三―

カ
ル
ボ
キ

サ
ミ
ド
］―

三
・
三―

ジ
メ
チ
ル
ブ
タ
ノ
ア
ー
ト
及
び
そ
の
塩
類

二
百
八
十
二
　
メ
チ
ル＝

二―

［
一―

（
四―

フ
ル
オ
ロ
ベ
ン
ジ
ル
）―

一
Ｈ―

イ
ン
ド
ー
ル―

三―

カ
ル
ボ
キ

サ
ミ
ド
］―

三―

メ
チ
ル
ブ
タ
ノ
ア
ー
ト
及
び
そ
の
塩
類

二
百
八
十
三
　
メ
チ
ル＝

二―

［
一―
（
五―

フ
ル
オ
ロ
ペ
ン
チ
ル
）―

一
Ｈ―

イ
ン
ド
ー
ル―

三―

カ
ル
ボ
キ

サ
ミ
ド
］―

三―

フ
ェ
ニ
ル
プ
ロ
パ
ノ
ア
ー
ト
及
び
そ
の
塩
類

二
百
八
十
四
　
メ
チ
ル＝

二―

［
一―

（
五―
フ
ル
オ
ロ
ペ
ン
チ
ル
）―

一
Ｈ―

イ
ン
ド
ー
ル―

三―

カ
ル
ボ
キ

サ
ミ
ド
］―

三―

メ
チ
ル
ブ
タ
ノ
ア
ー
ト
及
び
そ
の
塩
類

二
百
八
十
五
　
メ
チ
ル＝

二―

［
一―

（
五―

フ
ル
オ
ロ
ペ
ン
チ
ル
）―

一
Ｈ―

ピ
ロ
ロ
［
二
・
三―

ｂ
］
ピ
リ

ジ
ン―

三―

カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド
］―

三
・
三―

ジ
メ
チ
ル
ブ
タ
ノ
ア
ー
ト
及
び
そ
の
塩
類

二
百
八
十
六
　
Ｎ―

メ
チ
ル―

Ｎ―

（
プ
ロ
パ
ン―

二―

イ
ル
）―

七―

メ
チ
ル―

四
・
六
・
六
ａ
・
七
・
八
・

九―

ヘ
キ
サ
ヒ
ド
ロ
イ
ン
ド
ロ
［
四
・
三―

ｆ
ｇ
］
キ
ノ
リ
ン―
九―

カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド
及
び
そ
の
塩
類

二
百
八
十
七
　
Ｎ―

メ
チ
ル―

一―

（
五―

メ
チ
ル
チ
オ
フ
ェ
ン―
二―

イ
ル
）
プ
ロ
パ
ン―

二―

ア
ミ
ン
及
び

そ
の
塩
類

二
百
八
十
八
　
三―

メ
チ
ル―

二―

（
四―

メ
チ
ル
フ
ェ
ニ
ル
）
モ
ル
フ
ォ
リ
ン
及
び
そ
の
塩
類

二
百
八
十
九
　
メ
チ
ル＝

三―

メ
チ
ル―

二―

［
一―

（
ペ
ン
タ―

四―

エ
ン―
一―

イ
ル
）―

一
Ｈ―

イ
ン
ド

ー
ル―

三―

カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド
］
ブ
タ
ノ
ア
ー
ト
及
び
そ
の
塩
類

二
百
九
十
　
メ
チ
ル＝

三―

メ
チ
ル―

二―

（
一―

ペ
ン
チ
ル―

一
Ｈ―

イ
ン
ダ
ゾ
ー
ル―

三―

カ
ル
ボ
キ
サ
ミ

ド
）
ブ
タ
ノ
ア
ー
ト
及
び
そ
の
塩
類

二
百
九
十
一
　
Ｎ―

メ
チ
ル―

四―

（
三
・
四―

メ
チ
レ
ン
ジ
オ
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
）
ブ
タ
ン―
二―

ア
ミ
ン
及
び

そ
の
塩
類

二
百
九
十
二
　
五
・
六―

メ
チ
レ
ン
ジ
オ
キ
シ
イ
ン
ダ
ン―

二―

ア
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
類

二
百
九
十
三
　
一―

（
三
・
四―

メ
チ
レ
ン
ジ
オ
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
）
ブ
タ
ン―

二―

ア
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
類

二
百
九
十
四
　
一―

（
三
・
四―

メ
チ
レ
ン
ジ
オ
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
）
プ
ロ
パ
ン―

二―

イ
ル
（
メ
チ
ル
）
カ
ル
バ

ミ
ン
酸
一
・
一―

ジ
メ
チ
ル
エ
チ
ル
及
び
そ
の
塩
類

二
百
九
十
五
　
一―

（
三
・
四―

メ
チ
レ
ン
ジ
オ
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
）―

二―

（
プ
ロ
ピ
ル
ア
ミ
ノ
）
ブ
タ
ン―

一

―

オ
ン
及
び
そ
の
塩
類

二
百
九
十
六
　
一―

（
三
・
四―

メ
チ
レ
ン
ジ
オ
キ
シ
ベ
ン
ジ
ル
）
ピ
ペ
ラ
ジ
ン
及
び
そ
の
塩
類

二
百
九
十
七
　
一―

（
五―

メ
ト
キ
シ―

一
Ｈ―

イ
ン
ド
ー
ル―

三―

イ
ル
）
プ
ロ
パ
ン―

二―

ア
ミ
ン
及
び
そ

の
塩
類

二
百
九
十
八
　
（
Ｚ
）―

Ｎ―

［
三―

（
二―

メ
ト
キ
シ
エ
チ
ル
）―

四
・
五―

ジ
メ
チ
ル
チ
ア
ゾ
ー
ル―

二
（
三

Ｈ
）―

イ
リ
デ
ン
］―

二
・
二
・
三
・
三―

テ
ト
ラ
メ
チ
ル
シ
ク
ロ
プ
ロ
パ
ン
カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド
及
び
そ
の

塩
類

二
百
九
十
九
　
五―

メ
ト
キ
シ―

Ｎ
・
Ｎ―

ジ
プ
ロ
ピ
ル
ト
リ
プ
タ
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
類

三
百
　
一―

メ
ト
キ
シ―

三
・
三―

ジ
メ
チ
ル―

一―

オ
キ
ソ
ブ
タ
ン―

二―

イ
ル＝

一―

（
シ
ク
ロ
ヘ
キ
シ
ル

メ
チ
ル
）―

一
Ｈ―

イ
ン
ダ
ゾ
ー
ル―

三―

カ
ル
ボ
キ
シ
ラ
ー
ト
及
び
そ
の
塩
類

三
百
一
　
五―

メ
ト
キ
シ―

Ｎ
・
Ｎ―

ジ
メ
チ
ル
ト
リ
プ
タ
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
類

三
百
二
　
一―

［
一―

（
四―

メ
ト
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
）
シ
ク
ロ
ヘ
キ
シ
ル
］
ピ
ペ
リ
ジ
ン
及
び
そ
の
塩
類

三
百
三
　
四―

［
一―

（
三―

メ
ト
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
）
シ
ク
ロ
ヘ
キ
シ
ル
］
モ
ル
フ
ォ
リ
ン
及
び
そ
の
塩
類

三
百
四
　
一―

（
四―

メ
ト
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
）
ピ
ペ
ラ
ジ
ン
及
び
そ
の
塩
類

三
百
五
　
一―

［
一―

（
二―

メ
ト
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
）―

二―

フ
ェ
ニ
ル
エ
チ
ル
］
ピ
ペ
リ
ジ
ン
及
び
そ
の
塩
類

三
百
六
　
Ｎ―

（
四―

メ
ト
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
）―

Ｎ―

（
一―

フ
ェ
ネ
チ
ル
ピ
ペ
リ
ジ
ン―

四―

イ
ル
）
ブ
タ
ン

ア
ミ
ド
及
び
そ
の
塩
類

三
百
七
　
二―

（
三―

メ
ト
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
）―

二―

（
プ
ロ
ピ
ル
ア
ミ
ノ
）
シ
ク
ロ
ヘ
キ
サ
ノ
ン
及
び
そ
の

塩
類

三
百
八
　
二―

（
二―

メ
ト
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
）―

一―

（
一―

ペ
ン
チ
ル―

一
Ｈ―

イ
ン
ド
ー
ル―

三―

イ
ル
）

エ
タ
ノ
ン
及
び
そ
の
塩
類

三
百
九
　
（
二―

メ
ト
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
）
（
一―

ペ
ン
チ
ル―

一
Ｈ―

イ
ン
ド
ー
ル―

三―

イ
ル
）
メ
タ
ノ
ン
及
び

そ
の
塩
類

三
百
十
　
（
四―

メ
ト
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
）
（
一―

ペ
ン
チ
ル―

一
Ｈ―

イ
ン
ド
ー
ル―

三―

イ
ル
）
メ
タ
ノ
ン
及
び

そ
の
塩
類

三
百
十
一
　
二―

（
三―

メ
ト
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
）―

二―

（
メ
チ
ル
ア
ミ
ノ
）
シ
ク
ロ
ヘ
キ
サ
ノ
ン
及
び
そ
の

塩
類

三
百
十
二
　
二―

（
二―

メ
ト
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
）―

一―

｛
一―

［
（
一―

メ
チ
ル
ピ
ペ
リ
ジ
ン―

二―

イ
ル
）

メ
チ
ル
］―

一
Ｈ―

イ
ン
ド
ー
ル―

三―

イ
ル
｝
エ
タ
ノ
ン
及
び
そ
の
塩
類

三
百
十
三
　
三―

［
二―

（
二―

メ
ト
キ
シ
ベ
ン
ジ
ル
ア
ミ
ノ
）
エ
チ
ル
］
キ
ナ
ゾ
リ
ン―

二
・
四
（
一
Ｈ
・
三

Ｈ
）―

ジ
オ
ン
及
び
そ
の
塩
類

三
百
十
四
　
Ｎ―

（
二―

メ
ト
キ
シ
ベ
ン
ジ
ル
）―

二―

（
二
・
五―

ジ
メ
ト
キ
シ―

四―

メ
チ
ル
フ
ェ
ニ
ル
）

エ
タ
ン
ア
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
類

三
百
十
五
　
Ｎ―

（
二―

メ
ト
キ
シ
ベ
ン
ジ
ル
）―

Ｎ―

メ
チ
ル―

一―

（
四―

メ
チ
ル
フ
ェ
ニ
ル
）
プ
ロ
パ
ン

―

二―

ア
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
類

三
百
十
六
　
三―

メ
ト
キ
シ―

二―

（
メ
チ
ル
ア
ミ
ノ
）―

一―

（
四―

メ
チ
ル
フ
ェ
ニ
ル
）
プ
ロ
パ
ン―

一―

オ
ン
及
び
そ
の
塩
類

三
百
十
七
　
五―

メ
ト
キ
シ―

二―

メ
チ
ル―

Ｎ
・
Ｎ―

ジ
メ
チ
ル
ト
リ
プ
タ
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
類

三
百
十
八
　
一―

（
二―

メ
ト
キ
シ―

四
・
五―

メ
チ
レ
ン
ジ
オ
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
）
プ
ロ
パ
ン―

二―

ア
ミ
ン
及

び
そ
の
塩
類

三
百
十
九
　
一―

（
二―

メ
ト
キ
シ―

四
・
五―

メ
チ
レ
ン
ジ
オ
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
）―

二―

（
メ
チ
ル
ア
ミ
ノ
）

プ
ロ
パ
ン―

一―

オ
ン
及
び
そ
の
塩
類

三
百
二
十
　
［
一―

（
二―

モ
ル
フ
ォ
リ
ノ
エ
チ
ル
）―

一
Ｈ―

イ
ン
ド
ー
ル―

三―

イ
ル
］
（
ナ
フ
タ
レ
ン―

一

―

イ
ル
）
メ
タ
ノ
ン
及
び
そ
の
塩
類

三
百
二
十
一
　
五―

ヨ
ー
ド
イ
ン
ダ
ン―

二―

ア
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
類

三
百
二
十
二
　
一―

（
四―

ヨ
ー
ド―

二
・
五―

ジ
メ
ト
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
）
プ
ロ
パ
ン―

二―

ア
ミ
ン
及
び
そ
の

塩
類

三
百
二
十
三
　
二―

（
四―

ヨ
ー
ド―

二
・
五―

ジ
メ
ト
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
）―

Ｎ―

（
三
・
四―

メ
チ
レ
ン
ジ
オ

キ
シ
ベ
ン
ジ
ル
）
エ
タ
ン
ア
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
類

三
百
二
十
四
　
二―

［
（
四―

ヨ
ー
ド―

二
・
五―

ジ
メ
ト
キ
シ
フ
ェ
ネ
チ
ル
ア
ミ
ノ
）
メ
チ
ル
］
フ
ェ
ノ
ー
ル

及
び
そ
の
塩
類

三
百
二
十
五
　
（
二―

ヨ
ー
ド―

五―

ニ
ト
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）
｛
一―

［
（
一―

メ
チ
ル
ピ
ペ
リ
ジ
ン―

二―

イ
ル
）

メ
チ
ル
］―

一
Ｈ―

イ
ン
ド
ー
ル―

三―

イ
ル
｝
メ
タ
ノ
ン
及
び
そ
の
塩
類

三
百
二
十
六
　
（
二―
ヨ
ー
ド
フ
ェ
ニ
ル
）
（
一―

ペ
ン
チ
ル―

一
Ｈ―

イ
ン
ド
ー
ル―

三―

イ
ル
）
メ
タ
ノ
ン
及

び
そ
の
塩
類

三
百
二
十
七
　
（
二―

ヨ
ー
ド
フ
ェ
ニ
ル
）
［
一―

（
一―

メ
チ
ル
ア
ゼ
パ
ン―

三―

イ
ル
）―

一
Ｈ―

イ
ン
ド
ー

ル―

三―

イ
ル
］
メ
タ
ノ
ン
及
び
そ
の
塩
類
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三
百
二
十
八
　
（
二―

ヨ
ー
ド
フ
ェ
ニ
ル
）
｛
一―

［
（
一―

メ
チ
ル
ピ
ペ
リ
ジ
ン―

二―

イ
ル
）
メ
チ
ル
］―

一

Ｈ―

イ
ン
ド
ー
ル―

三―

イ
ル
｝
メ
タ
ノ
ン
及
び
そ
の
塩
類

三
百
二
十
九
　
（
一
Ｈ―

イ
ン
ド
ー
ル―

三―

イ
ル
）
（
ナ
フ
タ
レ
ン―

一―

イ
ル
）
メ
タ
ノ
ン
の
イ
ン
ド
ー
ル
環

の
一
位
に
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
置
換
基
が
結
合
し
、
か
つ
、
ナ
フ
タ
レ
ン
環
の
四
位
に
水

素
又
は
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
置
換
基
が
結
合
し
て
い
る
物
で
あ
っ
て
当
該
イ
ン
ド
ー
ル
環
の

一
位
及
び
当
該
ナ
フ
タ
レ
ン
環
の
四
位
以
外
の
位
置
に
置
換
基
が
結
合
し
て
い
な
い
も
の
並
び
に
こ
れ
ら
の
塩

類
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
物
を
除
く
。

イ
　
覚
醒
剤
取
締
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
五
十
二
号
）
に
規
定
す
る
覚
醒
剤

ロ
　
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
十
四
号
）
に
規
定
す
る
麻
薬
及
び
向
精
神
薬

ハ
　
（
四―

エ
ト
キ
シ
ナ
フ
タ
レ
ン―

一―

イ
ル
）
（
一―

オ
ク
チ
ル―

一
Ｈ―

イ
ン
ド
ー
ル―

三―

イ
ル
）
メ

タ
ノ
ン
及
び
そ
の
塩
類

ニ
　
（
一―

オ
ク
チ
ル―

一
Ｈ―

イ
ン
ド
ー
ル―

三―

イ
ル
）
（
四―

ペ
ン
チ
ル
ナ
フ
タ
レ
ン―

一―

イ
ル
）
メ

タ
ノ
ン
及
び
そ
の
塩
類

ホ
　
（
四―

ヘ
キ
シ
ル
ナ
フ
タ
レ
ン―
一―

イ
ル
）
（
一―

オ
ク
チ
ル―

一
Ｈ―

イ
ン
ド
ー
ル―

三―

イ
ル
）
メ

タ
ノ
ン
及
び
そ
の
塩
類

ヘ
　
（
一―

ヘ
プ
チ
ル―

一
Ｈ―

イ
ン
ド
ー
ル―

三―

イ
ル
）
（
四―

ヘ
キ
シ
ル
ナ
フ
タ
レ
ン―

一―

イ
ル
）
メ

タ
ノ
ン
及
び
そ
の
塩
類

ト
　
（
四―

メ
ト
キ
シ
ナ
フ
タ
レ
ン―

一―

イ
ル
）
（
一―

オ
ク
チ
ル―

一
Ｈ―

イ
ン
ド
ー
ル―

三―

イ
ル
）
メ

タ
ノ
ン
及
び
そ
の
塩
類

第
一
欄

第
二
欄

一
　
直
鎖
状
ア
ル
キ
ル
基
（
炭
素
数
が
三
か
ら
八
ま
で
の
い
ず
れ

か
の
も
の
に
限
る
。
）

二
　
直
鎖
状
ア
ル
ケ
ニ
ル
基
（
炭
素
数
が
五
の
も
の
に
限
る
。
）

三
　
直
鎖
状
ア
ル
キ
ル
基
（
炭
素
数
が
三
か
ら
五
ま
で
の
い
ず
れ

か
の
も
の
に
限
る
。
）
の
末
端
の
炭
素
に
、
フ
ッ
素
原
子
、
塩

素
原
子
、
臭
素
原
子
、
ヨ
ウ
素
原
子
、
シ
ア
ノ
基
、
水
酸
基
又

は
ア
セ
ト
キ
シ
基
の
い
ず
れ
か
一
種
類
が
一
つ
結
合
し
た
基

一
　
直
鎖
状
ア
ル
キ
ル
基
（
炭
素
数
が

一
か
ら
六
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
も
の

に
限
る
。
）

二
　
ア
ル
コ
キ
シ
基
（
炭
素
数
が
一
又

は
二
の
も
の
に
限
る
。
）

三
　
フ
ッ
素
原
子

四
　
塩
素
原
子

五
　
臭
素
原
子

六
　
ヨ
ウ
素
原
子

三
百
三
十
　
（
二―

メ
チ
ル―

一
Ｈ―

イ
ン
ド
ー
ル―

三―

イ
ル
）
（
ナ
フ
タ
レ
ン―

一―

イ
ル
）
メ
タ
ノ
ン
の
イ

ン
ド
ー
ル
環
の
一
位
に
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
置
換
基
が
結
合
し
、
か
つ
、
ナ
フ
タ
レ
ン
環

の
四
位
に
水
素
又
は
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
置
換
基
が
結
合
し
て
い
る
物
で
あ
っ
て
当
該
イ
ン

ド
ー
ル
環
の
一
位
及
び
当
該
ナ
フ
タ
レ
ン
環
の
四
位
以
外
の
位
置
に
置
換
基
が
結
合
し
て
い
な
い
も
の
並
び
に

こ
れ
ら
の
塩
類
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
物
を
除
く
。

イ
　
覚
醒
剤
取
締
法
に
規
定
す
る
覚
醒
剤

ロ
　
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
に
規
定
す
る
麻
薬
及
び
向
精
神
薬

ハ
　
（
二―

メ
チ
ル―

一―

ヘ
プ
チ
ル―

一
Ｈ―

イ
ン
ド
ー
ル―

三―

イ
ル
）
（
四―

ペ
ン
チ
ル
ナ
フ
タ
レ
ン―

一―

イ
ル
）
メ
タ
ノ
ン
及
び
そ
の
塩
類

第
一
欄

第
二
欄

一
　
直
鎖
状
ア
ル
キ
ル
基
（
炭
素
数
が
三
か
ら
七
ま
で
（
当
該
ナ
フ
タ

レ
ン
環
の
四
位
に
炭
素
数
が
六
の
直
鎖
状
ア
ル
キ
ル
基
が
結
合
す
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
三
又
は
四
）
の
い
ず
れ
か
の
も
の
に
限
る
。
）

二
　
炭
素
数
が
八
の
直
鎖
状
ア
ル
キ
ル
基
（
当
該
ナ
フ
タ
レ
ン
環
の
四

位
に
炭
素
数
が
二
又
は
三
の
直
鎖
状
ア
ル
キ
ル
基
が
結
合
す
る
場
合

に
限
る
。
）

一
　
直
鎖
状
ア
ル
キ
ル
基
（
炭
素

数
が
一
か
ら
六
ま
で
の
い
ず
れ

か
の
も
の
に
限
る
。
）

二
　
ア
ル
コ
キ
シ
基
（
炭
素
数
が

一
又
は
二
の
も
の
に
限
る
。
）

三
　
フ
ッ
素
原
子

四
　
塩
素
原
子

三
　
炭
素
数
が
五
の
直
鎖
状
ア
ル
ケ
ニ
ル
基
（
当
該
ナ
フ
タ
レ
ン
環
の

四
位
に
炭
素
数
が
六
の
直
鎖
状
ア
ル
キ
ル
基
以
外
の
置
換
基
又
は
水

素
が
結
合
す
る
場
合
に
限
る
。
）

四
　
直
鎖
状
ア
ル
キ
ル
基
（
炭
素
数
が
三
か
ら
五
ま
で
（
当
該
ナ
フ
タ

レ
ン
環
の
四
位
に
炭
素
数
が
六
の
直
鎖
状
ア
ル
キ
ル
基
が
結
合
す
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
三
又
は
四
）
の
い
ず
れ
か
の
も
の
に
限
る
。
）

の
末
端
の
炭
素
に
、
フ
ッ
素
原
子
、
塩
素
原
子
、
臭
素
原
子
、
ヨ
ウ

素
原
子
、
シ
ア
ノ
基
、
水
酸
基
又
は
ア
セ
ト
キ
シ
基
の
い
ず
れ
か
一

種
類
が
一
つ
結
合
し
た
基

五
　
臭
素
原
子

六
　
ヨ
ウ
素
原
子

三
百
三
十
一
　
二―

ア
ミ
ノ―

一―

フ
ェ
ニ
ル―

プ
ロ
パ
ン―

一―

オ
ン
（
以
下
こ
の
号
及
び
第
二
条
第
六
号
に

お
い
て
「
基
本
骨
格
」
と
い
う
。
）
の
二
位
に
ア
ミ
ノ
基
以
外
の
置
換
基
が
結
合
し
て
い
な
い
か
又
は
当
該
ア

ミ
ノ
基
の
代
わ
り
に
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
置
換
基
が
一
つ
結
合
し
、
か
つ
、
三
位
に
水
素

以
外
が
結
合
し
て
い
な
い
か
又
は
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
置
換
基
が
一
つ
結
合
し
、
か
つ
、
ベ

ン
ゼ
ン
環
の
二
位
か
ら
六
位
ま
で
に
水
素
以
外
が
結
合
し
て
い
な
い
か
又
は
当
該
ベ
ン
ゼ
ン
環
の
二
位
、
三
位

若
し
く
は
四
位
に
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
置
換
基
が
一
つ
結
合
し
て
い
る
物
で
あ
っ
て
基
本
骨

格
の
二
位
、
三
位
及
び
当
該
ベ
ン
ゼ
ン
環
に
さ
ら
に
置
換
基
が
結
合
し
て
い
な
い
も
の
並
び
に
こ
れ
ら
の
塩

類
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
物
を
除
く
（
第
二
条
第
六
号
に
お
い
て
「
カ
チ
ノ
ン
系
化
合
物
群
」
と
い
う
。
）
。

イ
　
覚
醒
剤
取
締
法
に
規
定
す
る
覚
醒
剤

ロ
　
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
に
規
定
す
る
麻
薬
及
び
向
精
神
薬

第
一
欄

第
二
欄

第
三
欄

一
　
メ
チ
ル
ア
ミ
ノ
基

二
　
エ
チ
ル
ア
ミ
ノ
基

三
　
ジ
メ
チ
ル
ア
ミ
ノ
基

四
　
ジ
エ
チ
ル
ア
ミ
ノ
基

五
　
メ
チ
ル
エ
チ
ル
ア
ミ
ノ
基

六
　
一―

ピ
ロ
リ
ジ
ニ
ル
基

一
　
メ
チ
ル
基

二
　
エ
チ
ル
基

三
　
直
鎖
状
プ
ロ
ピ
ル
基

四
　
直
鎖
状
ブ
チ
ル
基

五
　
直
鎖
状
ペ
ン
チ
ル
基

六
　
直
鎖
状
ヘ
キ
シ
ル
基

七
　
直
鎖
状
ヘ
プ
チ
ル
基

一
　
メ
チ
ル
基

二
　
エ
チ
ル
基

三
　
メ
ト
キ
シ
基

四
　
メ
チ
レ
ン
ジ
オ
キ
シ
基

五
　
フ
ッ
素
原
子

六
　
塩
素
原
子

七
　
臭
素
原
子

八
　
ヨ
ウ
素
原
子

三
百
三
十
二
　
六
ａ
・
七
・
八
・
十
ａ―

テ
ト
ラ
ヒ
ド
ロ―

六
・
六
・
九―

ト
リ
メ
チ
ル―

六
Ｈ―

ジ
ベ
ン
ゾ

［
ｂ
・
ｄ
］
ピ
ラ
ン
の
一
位
に
水
酸
基
又
は
ア
セ
ト
キ
シ
基
が
一
つ
結
合
し
、
か
つ
、
三
位
に
直
鎖
状
ア
ル
キ

ル
基
（
炭
素
数
が
三
か
ら
八
ま
で
の
も
の
に
限
る
。
）
が
結
合
す
る
物
で
あ
っ
て
、
一
位
及
び
三
位
以
外
の
位

置
に
置
換
基
が
結
合
し
て
い
な
い
も
の
並
び
に
こ
れ
ら
の
塩
類
。
た
だ
し
、
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
に
規

定
す
る
麻
薬
を
除
く
。

三
百
三
十
三
　
六
ａ
・
七
・
十
・
十
ａ―

テ
ト
ラ
ヒ
ド
ロ―

六
・
六
・
九―

ト
リ
メ
チ
ル―

六
Ｈ―

ジ
ベ
ン
ゾ

［
ｂ
・
ｄ
］
ピ
ラ
ン
の
一
位
に
水
酸
基
又
は
ア
セ
ト
キ
シ
基
が
一
つ
結
合
し
、
か
つ
、
三
位
に
直
鎖
状
ア
ル
キ

ル
基
（
炭
素
数
が
三
か
ら
八
ま
で
の
も
の
に
限
る
。
）
が
結
合
す
る
物
で
あ
っ
て
、
一
位
及
び
三
位
以
外
の
位

置
に
置
換
基
が
結
合
し
て
い
な
い
も
の
並
び
に
こ
れ
ら
の
塩
類
。
た
だ
し
、
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
に
規

定
す
る
麻
薬
を
除
く
。

三
百
三
十
四
　
六
ａ
・
七
・
八
・
九
・
十
・
十
ａ―

ヘ
キ
サ
ヒ
ド
ロ―

六
・
六
・
九―

ト
リ
メ
チ
ル―

六
Ｈ―

ジ

ベ
ン
ゾ
［
ｂ
・
ｄ
］
ピ
ラ
ン
の
一
位
に
水
酸
基
又
は
ア
セ
ト
キ
シ
基
が
一
つ
結
合
し
、
か
つ
、
三
位
に
直
鎖
状

ア
ル
キ
ル
基
（
炭
素
数
が
三
か
ら
八
ま
で
の
も
の
に
限
る
。
）
が
結
合
す
る
物
で
あ
っ
て
、
一
位
及
び
三
位
以

外
の
位
置
に
置
換
基
が
結
合
し
て
い
な
い
も
の
並
び
に
こ
れ
ら
の
塩
類

三
百
三
十
五
　
前
各
号
に
掲
げ
る
物
の
い
ず
れ
か
を
含
有
す
る
物
。
た
だ
し
、
サ
ル
ビ
ア
　
デ
ィ
ビ
ノ
ラ
ム
（
直

ち
に
人
の
身
体
に
使
用
可
能
な
形
状
の
も
の
に
限
る
。
）
及
び
ミ
ト
ラ
ガ
イ
ナ
　
ス
ペ
シ
オ
ー
サ
（
ミ
ト
ラ
ガ

イ
ナ
属
に
属
す
る
他
の
種
と
の
交
雑
種
を
含
み
、
直
ち
に
人
の
身
体
に
使
用
可
能
な
形
状
の
も
の
に
限
る
。
）

以
外
の
植
物
を
除
く
。
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（
医
療
等
の
用
途
）

第
二
条
　
法
第
七
十
六
条
の
四
に
規
定
す
る
医
療
等
の
用
途
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
途
と
す
る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
者
に
お
け
る
学
術
研
究
又
は
試
験
検
査
の
用
途

イ
　
国
の
機
関

ロ
　
地
方
公
共
団
体
及
び
そ
の
機
関

ハ
　
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
並
び

に
国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
大
学
共
同
利
用
機
関

ニ
　
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
及

び
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
方
独
立
行
政

法
人

二
　
法
第
六
十
九
条
第
四
項
及
び
第
六
項
に
規
定
す
る
試
験
の
用
途

三
　
法
第
七
十
六
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
検
査
の
用
途

四
　
法
第
七
十
六
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
試
験
の
用
途

五
　
犯
罪
鑑
識
の
用
途

六
　
前
各
号
に
掲
げ
る
用
途
の
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
物
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲

げ
る
用
途

亜
硝
酸
イ
ソ
ブ
チ
ル
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
物

元
素
又
は
化
合
物
に
化
学
反
応
を
起
こ
さ
せ
る

用
途

亜
硝
酸
イ
ソ
プ
ロ
ピ
ル
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
物

元
素
又
は
化
合
物
に
化
学
反
応
を
起
こ
さ
せ
る

用
途

亜
硝
酸
イ
ソ
ペ
ン
チ
ル
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
物

一
　
疾
病
の
治
療
の
用
途
（
法
第
十
四
条
又
は
第

十
九
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
て
製

造
販
売
を
さ
れ
た
医
薬
品
を
使
用
す
る
場
合
に

限
る
。
）

二
　
元
素
又
は
化
合
物
に
化
学
反
応
を
起
こ
さ
せ

る
用
途

亜
硝
酸
三
級
ブ
チ
ル
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
物

元
素
又
は
化
合
物
に
化
学
反
応
を
起
こ
さ
せ
る

用
途

亜
硝
酸
シ
ク
ロ
ヘ
キ
シ
ル
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
物

元
素
又
は
化
合
物
に
化
学
反
応
を
起
こ
さ
せ
る

用
途

亜
硝
酸
ブ
チ
ル
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
物

元
素
又
は
化
合
物
に
化
学
反
応
を
起
こ
さ
せ
る

用
途

二―

ア
ミ
ノ―

一―

（
四―

ブ
ロ
モ―

二
・
五―

ジ
メ

ト
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
）
エ
タ
ノ
ン
、
そ
の
塩
類
及
び
こ

れ
ら
を
含
有
す
る
物

元
素
又
は
化
合
物
に
化
学
反
応
を
起
こ
さ
せ
る

用
途

一
酸
化
二
窒
素
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
物

一
　
疾
病
の
治
療
の
用
途
（
法
第
十
四
条
若
し
く

は
第
十
九
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け

て
製
造
販
売
を
さ
れ
た
医
薬
品
又
は
法
第
十
四

条
の
九
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
し
て
製
造
販
売

を
さ
れ
た
医
薬
品
を
使
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）

二
　
元
素
又
は
化
合
物
に
化
学
反
応
を
起
こ
さ
せ

る
用
途

三
　
学
術
研
究
又
は
試
験
検
査
の
用
途
（
た
だ

し
、
第
一
号
に
掲
げ
る
者
に
お
け
る
場
合
を
除

き
、
か
つ
、
人
の
身
体
に
使
用
す
る
場
合
以
外

の
場
合
に
限
る
。
）

四
　
工
業
用
の
洗
浄
剤
の
用
途

五
　
食
品
衛
生
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百

三
十
三
号
）
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
添
加

物
の
用
途

六
　
電
気
絶
縁
の
用
途

七
　
噴
射
剤
の
用
途

八
　
冷
媒
の
用
途

イ
ン
ダ
ン―

二―

ア
ミ
ン
、
そ
の
塩
類
及
び
こ
れ
ら
を

含
有
す
る
物

元
素
又
は
化
合
物
に
化
学
反
応
を
起
こ
さ
せ
る

用
途

二―

（
エ
チ
ル
ア
ミ
ノ
）―

二―

（
チ
オ
フ
ェ
ン―

二

―

イ
ル
）
シ
ク
ロ
ヘ
キ
サ
ノ
ン
、
そ
の
塩
類
及
び
こ

れ
ら
を
含
有
す
る
物

学
術
研
究
又
は
試
験
検
査
の
用
途
（
た
だ
し
、
第

一
号
に
掲
げ
る
者
に
お
け
る
場
合
を
除
き
、
か

つ
、
人
の
身
体
に
使
用
す
る
場
合
以
外
の
場
合

に
限
る
。
）

Ｎ―

エ
チ
ル―

一―

（
四―

メ
ト
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
）
プ

ロ
パ
ン―

二―

ア
ミ
ン
、
そ
の
塩
類
及
び
こ
れ
ら
を

含
有
す
る
物

元
素
又
は
化
合
物
に
化
学
反
応
を
起
こ
さ
せ
る

用
途

二―

（
一―

オ
キ
ソ―

一―

フ
ェ
ニ
ル
プ
ロ
パ
ン―

二

―

イ
ル
）
イ
ソ
イ
ン
ド
リ
ン―

一
・
三―

ジ
オ
ン
、

そ
の
塩
類
及
び
こ
れ
ら
を
含
有
す
る
物

学
術
研
究
又
は
試
験
検
査
の
用
途
（
た
だ
し
、
第

一
号
に
掲
げ
る
者
に
お
け
る
場
合
を
除
き
、
か

つ
、
人
の
身
体
に
使
用
す
る
場
合
以
外
の
場
合

に
限
る
。
）

一―

（
四―

ク
ロ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）
プ
ロ
パ
ン―

二―

ア

ミ
ン
、
そ
の
塩
類
及
び
こ
れ
ら
を
含
有
す
る
物

一
　
元
素
又
は
化
合
物
に
化
学
反
応
を
起
こ
さ
せ

る
用
途

二
　
学
術
研
究
又
は
試
験
検
査
の
用
途
（
た
だ

し
、
第
一
号
に
掲
げ
る
者
に
お
け
る
場
合
を
除

き
、
か
つ
、
人
の
身
体
に
使
用
す
る
場
合
以
外

の
場
合
に
限
る
。
）

三―

ジ
エ
チ
ル
ア
ミ
ノ―

二
・
二―

ジ
メ
チ
ル
プ
ロ
ピ

ル＝

四―

ア
ミ
ノ
ベ
ン
ゾ
ア
ー
ト
、
そ
の
塩
類
及
び

こ
れ
ら
を
含
有
す
る
物

元
素
又
は
化
合
物
に
化
学
反
応
を
起
こ
さ
せ
る

用
途

一―

（
二
・
三―

ジ
ク
ロ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）
ピ
ペ
ラ
ジ

ン
、
そ
の
塩
類
及
び
こ
れ
ら
を
含
有
す
る
物

元
素
又
は
化
合
物
に
化
学
反
応
を
起
こ
さ
せ
る

用
途

ジ
フ
ェ
ニ
ル
（
ピ
ロ
リ
ジ
ン―

二―

イ
ル
）
メ
タ
ノ
ー

ル
、
そ
の
塩
類
及
び
こ
れ
ら
を
含
有
す
る
物

元
素
又
は
化
合
物
に
化
学
反
応
を
起
こ
さ
せ
る

用
途

二―

（
ジ
フ
ェ
ニ
ル
メ
チ
ル
）
ピ
ペ
リ
ジ
ン
、
そ
の
塩

類
及
び
こ
れ
ら
を
含
有
す
る
物

元
素
又
は
化
合
物
に
化
学
反
応
を
起
こ
さ
せ
る

用
途

二―

（
ジ
フ
ェ
ニ
ル
メ
チ
ル
）
ピ
ロ
リ
ジ
ン
、
そ
の
塩

類
及
び
こ
れ
ら
を
含
有
す
る
物

元
素
又
は
化
合
物
に
化
学
反
応
を
起
こ
さ
せ
る

用
途

一―
［
（
二
・
二―

ジ
フ
ル
オ
ロ
ベ
ン
ゾ
［
ｄ
］
［
一
・

三
］
ジ
オ
キ
ソ
ー
ル―

五―

イ
ル
）
メ
チ
ル
］
ピ
ペ

ラ
ジ
ン
、
そ
の
塩
類
及
び
こ
れ
ら
を
含
有
す
る
物

元
素
又
は
化
合
物
に
化
学
反
応
を
起
こ
さ
せ
る

用
途

二―

［
（
ジ
メ
チ
ル
ア
ミ
ノ
）
メ
チ
ル
］―

一―

（
三

―

ヒ
ド
ロ
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
）
シ
ク
ロ
ヘ
キ
サ
ノ
ー

ル
、
そ
の
塩
類
及
び
こ
れ
ら
を
含
有
す
る
物

学
術
研
究
又
は
試
験
検
査
の
用
途
（
た
だ
し
、
第

一
号
に
掲
げ
る
者
に
お
け
る
場
合
を
除
き
、
か

つ
、
人
の
身
体
に
使
用
す
る
場
合
以
外
の
場
合

に
限
る
。
）
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二―

（
二
・
五―

ジ
メ
ト
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
）
エ
タ
ン
ア

ミ
ン
、
そ
の
塩
類
及
び
こ
れ
ら
を
含
有
す
る
物

元
素
又
は
化
合
物
に
化
学
反
応
を
起
こ
さ
せ
る

用
途

二―

（
二
・
五―

ジ
メ
ト
キ
シ―

四―

プ
ロ
ピ
ル
フ
ェ

ニ
ル
）
エ
タ
ン
ア
ミ
ン
、
そ
の
塩
類
及
び
こ
れ
ら
を

含
有
す
る
物

元
素
又
は
化
合
物
に
化
学
反
応
を
起
こ
さ
せ
る

用
途

二―
（
二
・
五―

ジ
メ
ト
キ
シ―

四―

メ
チ
ル
フ
ェ
ニ

ル
）
エ
タ
ン
ア
ミ
ン
、
そ
の
塩
類
及
び
こ
れ
ら
を
含

有
す
る
物

元
素
又
は
化
合
物
に
化
学
反
応
を
起
こ
さ
せ
る

用
途

ナ
フ
タ
レ
ン―
一―

イ
ル
（
一―

ペ
ン
チ
ル―

一
Ｈ―

ピ
ロ
ー
ル―

三―
イ
ル
）
メ
タ
ノ
ン
、
そ
の
塩
類
及

び
こ
れ
ら
を
含
有
す
る
物

学
術
研
究
又
は
試
験
検
査
の
用
途
（
た
だ
し
、
第

一
号
に
掲
げ
る
者
に
お
け
る
場
合
を
除
き
、
か

つ
、
人
の
身
体
に
使
用
す
る
場
合
以
外
の
場
合

に
限
る
。
）

一―

（
四―

フ
ル
オ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）
ピ
ペ
ラ
ジ
ン
、
そ

の
塩
類
及
び
こ
れ
ら
を
含
有
す
る
物

元
素
又
は
化
合
物
に
化
学
反
応
を
起
こ
さ
せ
る

用
途

一―

（
二―

フ
ル
オ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）
プ
ロ
パ
ン―

二―

ア
ミ
ン
、
そ
の
塩
類
及
び
こ
れ
ら
を
含
有
す
る
物

元
素
又
は
化
合
物
に
化
学
反
応
を
起
こ
さ
せ
る

用
途

一―

（
三―

フ
ル
オ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）
プ
ロ
パ
ン―

二―

ア
ミ
ン
、
そ
の
塩
類
及
び
こ
れ
ら
を
含
有
す
る
物

元
素
又
は
化
合
物
に
化
学
反
応
を
起
こ
さ
せ
る

用
途

四―

ベ
ン
ジ
ル
ピ
ペ
リ
ジ
ン
、
そ
の
塩
類
及
び
こ
れ
ら

を
含
有
す
る
物

一
　
元
素
又
は
化
合
物
に
化
学
反
応
を
起
こ
さ
せ

る
用
途

二
　
学
術
研
究
又
は
試
験
検
査
の
用
途
（
た
だ

し
、
第
一
号
に
掲
げ
る
者
に
お
け
る
場
合
を
除

き
、
か
つ
、
人
の
身
体
に
使
用
す
る
場
合
以
外

の
場
合
に
限
る
。
）

一―

（
ベ
ン
ゾ
フ
ラ
ン―

二―

イ
ル
）
プ
ロ
パ
ン―

二

―

ア
ミ
ン
、
そ
の
塩
類
及
び
こ
れ
ら
を
含
有
す
る
物

元
素
又
は
化
合
物
に
化
学
反
応
を
起
こ
さ
せ
る

用
途

二―

［
（
メ
チ
ル
ア
ミ
ノ
）
メ
チ
ル
］―

三
・
四―

ジ

ヒ
ド
ロ
ナ
フ
タ
レ
ン―

一
（
二
Ｈ
）―

オ
ン
、
そ
の

塩
類
及
び
こ
れ
ら
を
含
有
す
る
物

元
素
又
は
化
合
物
に
化
学
反
応
を
起
こ
さ
せ
る

用
途

Ｎ―

メ
チ
ル
イ
ン
ダ
ン―

二―

ア
ミ
ン
、
そ
の
塩
類
及

び
こ
れ
ら
を
含
有
す
る
物

元
素
又
は
化
合
物
に
化
学
反
応
を
起
こ
さ
せ
る

用
途

一―

［
（
三―

メ
チ
ル
フ
ェ
ニ
ル
）
メ
チ
ル
］
ピ
ペ
ラ

ジ
ン
、
そ
の
塩
類
及
び
こ
れ
ら
を
含
有
す
る
物

元
素
又
は
化
合
物
に
化
学
反
応
を
起
こ
さ
せ
る

用
途

メ
チ
ル＝

一―

フ
ェ
ネ
チ
ル―

四―

（
Ｎ―

フ
ェ
ニ
ル

プ
ロ
パ
ナ
ミ
ド
）
ピ
ペ
リ
ジ
ン―

四―

カ
ル
ボ
キ
シ

ラ
ー
ト
、
そ
の
塩
類
及
び
こ
れ
ら
を
含
有
す
る
物

学
術
研
究
又
は
試
験
検
査
の
用
途
（
た
だ
し
、
第

一
号
に
掲
げ
る
者
に
お
け
る
場
合
を
除
き
、
か

つ
、
人
の
身
体
に
使
用
す
る
場
合
以
外
の
場
合

に
限
る
。
）

一―

（
三
・
四―

メ
チ
レ
ン
ジ
オ
キ
シ
ベ
ン
ジ
ル
）
ピ

ペ
ラ
ジ
ン
、
そ
の
塩
類
及
び
こ
れ
ら
を
含
有
す
る
物

元
素
又
は
化
合
物
に
化
学
反
応
を
起
こ
さ
せ
る

用
途

一―

（
四―

メ
ト
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
）
ピ
ペ
ラ
ジ
ン
、
そ

の
塩
類
及
び
こ
れ
ら
を
含
有
す
る
物

元
素
又
は
化
合
物
に
化
学
反
応
を
起
こ
さ
せ
る

用
途

一―

［
一―

（
二―

メ
ト
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
）―

二―

フ

ェ
ニ
ル
エ
チ
ル
］
ピ
ペ
リ
ジ
ン
、
そ
の
塩
類
及
び
こ

れ
ら
を
含
有
す
る
物

学
術
研
究
又
は
試
験
検
査
の
用
途
（
た
だ
し
、
第

一
号
に
掲
げ
る
者
に
お
け
る
場
合
を
除
き
、
か

つ
、
人
の
身
体
に
使
用
す
る
場
合
以
外
の
場
合

に
限
る
。
）

五―

メ
ト
キ
シ―

二―

メ
チ
ル―

Ｎ
・
Ｎ―

ジ
メ
チ
ル

ト
リ
プ
タ
ミ
ン
、
そ
の
塩
類
及
び
こ
れ
ら
を
含
有
す

る
物

元
素
又
は
化
合
物
に
化
学
反
応
を
起
こ
さ
せ
る

用
途

五―

ヨ
ー
ド
イ
ン
ダ
ン―

二―

ア
ミ
ン
、
そ
の
塩
類
及

び
こ
れ
ら
を
含
有
す
る
物

元
素
又
は
化
合
物
に
化
学
反
応
を
起
こ
さ
せ
る

用
途

一―

（
四―

ヨ
ー
ド―

二
・
五―

ジ
メ
ト
キ
シ
フ
ェ
ニ

ル
）
プ
ロ
パ
ン―

二―

ア
ミ
ン
、
そ
の
塩
類
及
び
こ

れ
ら
を
含
有
す
る
物

学
術
研
究
又
は
試
験
検
査
の
用
途
（
た
だ
し
、
第

一
号
に
掲
げ
る
者
に
お
け
る
場
合
を
除
き
、
か

つ
、
人
の
身
体
に
使
用
す
る
場
合
以
外
の
場
合

に
限
る
。
）

（
二―

ヨ
ー
ド―

五―

ニ
ト
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）
｛
一―

［
（
一

―

メ
チ
ル
ピ
ペ
リ
ジ
ン―

二―

イ
ル
）
メ
チ
ル
］―

一
Ｈ―

イ
ン
ド
ー
ル―

三―

イ
ル
｝
メ
タ
ノ
ン
、
そ

の
塩
類
及
び
こ
れ
ら
を
含
有
す
る
物

学
術
研
究
又
は
試
験
検
査
の
用
途
（
た
だ
し
、
第

一
号
に
掲
げ
る
者
に
お
け
る
場
合
を
除
き
、
か

つ
、
人
の
身
体
に
使
用
す
る
場
合
以
外
の
場
合

に
限
る
。
）

カ
チ
ノ
ン
系
化
合
物
群
（
基
本
骨
格
の
二
位
に
ジ
メ
チ

ル
ア
ミ
ノ
基
、
ジ
エ
チ
ル
ア
ミ
ノ
基
、
メ
チ
ル
エ
チ

ル
ア
ミ
ノ
基
又
は
一―

ピ
ロ
リ
ジ
ニ
ル
基
が
結
合
し

て
い
る
物
を
除
く
。
）
及
び
こ
れ
ら
を
含
有
す
る
物

元
素
又
は
化
合
物
に
化
学
反
応
を
起
こ
さ
せ
る

用
途

七
　
前
各
号
に
掲
げ
る
用
途
の
ほ
か
、
厚
生
労
働
大
臣
が
人
の
身
体
に
対
す
る
危
害
の
発
生
を
伴
う
お
そ
れ
が
な

い
と
認
め
た
用
途

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
一
二
月
一
二
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
四
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
一
月
一
八
日
厚
生
労
働
省
令
第
四
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
一
二
月
一
七
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
七
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
一
〇
月
二
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
四
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
八
月
二
五
日
厚
生
労
働
省
令
第
九
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
四
月
一
四
日
厚
生
労
働
省
令
第
五
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
九
月
二
〇
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
一
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
一
二
月
二
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
五
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
五
条
か
ら
第
七
条
ま
で
及
び
第

十
四
条
の
規
定
並
び
に
附
則
第
三
条
及
び
第
四
条
の
規
定
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
六
月
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
九
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
八
月
三
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
一
二
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
一
〇
月
一
七
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
四
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。
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附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
一
二
月
一
七
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
五
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
二
月
一
九
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
八
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
五
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
二
月
二
〇
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
四
月
三
〇
日
厚
生
労
働
省
令
第
六
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
六
月
二
八
日
厚
生
労
働
省
令
第
八
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
一
〇
月
二
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
二
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
一
二
月
一
三
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
二
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
一
二
月
二
〇
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
三
一
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
麻
薬
、
麻
薬
原
料
植
物
、
向
精
神
薬
及
び
麻
薬
向
精
神
薬
原
料
を
指
定
す
る
政
令
の
一
部
を
改

正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
五
年
政
令
第
三
百
五
十
五
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
三
月
六
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
六
月
一
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
六
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
七
月
二
日
厚
生
労
働
省
令
第
七
五
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
麻
薬
、
麻
薬
原
料
植
物
、
向
精
神
薬
及
び
麻
薬
向
精
神
薬
原
料
を
指
定
す
る
政
令
の
一
部
を
改

正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
二
百
四
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
六
年
八
月
一
日
）
か
ら
施
行

す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
七
月
一
五
日
厚
生
労
働
省
令
第
七
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
七
月
三
〇
日
厚
生
労
働
省
令
第
八
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
薬
事
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
平

成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
八
月
一
五
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
〇
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
九
月
一
九
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
〇
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
一
〇
月
二
九
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
一
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
一
一
月
一
八
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
二
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
一
二
月
二
六
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
四
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
一
月
三
〇
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
二
月
一
八
日
厚
生
労
働
省
令
第
二
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
三
月
二
五
日
厚
生
労
働
省
令
第
四
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
五
月
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
九
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
五
月
二
二
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
〇
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
六
月
二
四
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
一
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
七
月
二
九
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
二
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
八
月
一
九
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
三
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
九
月
一
六
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
四
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
一
〇
月
二
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
五
九
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
麻
薬
、
麻
薬
原
料
植
物
、
向
精
神
薬
及
び
麻
薬
向
精
神
薬
原
料
を
指
定
す
る
政
令
の
一
部
を
改

正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
三
百
五
十
四
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
七
年
十
一
月
一
日
）
か
ら
施

行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
一
一
月
二
五
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
六
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
一
二
月
一
五
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
七
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
一
月
二
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
二
月
一
〇
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
二
月
一
八
日
厚
生
労
働
省
令
第
二
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
三
月
九
日
厚
生
労
働
省
令
第
二
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
四
月
八
日
厚
生
労
働
省
令
第
九
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
五
月
二
七
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
〇
三
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
麻
薬
、
麻
薬
原
料
植
物
、
向
精
神
薬
及
び
麻
薬
向
精
神
薬
原
料
を
指
定
す
る
政
令
の
一
部
を
改

正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
八
年
政
令
第
二
百
三
十
二
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
六
日
）
か
ら

施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
六
月
二
二
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
一
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
八
月
二
四
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
四
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
一
一
月
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
六
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
一
二
月
二
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
七
九
号
）

10



こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
二
月
二
四
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
六
月
二
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
六
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
七
月
二
六
日
厚
生
労
働
省
令
第
七
七
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
麻
薬
、
麻
薬
原
料
植
物
、
向
精
神
薬
及
び
麻
薬
向
精
神
薬
原
料
を
指
定
す
る
政
令
及
び
麻
薬
及

び
向
精
神
薬
取
締
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
九
年
政
令
第
二
百
四
号
）
の
施
行
の
日
（
平

成
二
十
九
年
八
月
二
十
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
八
月
二
九
日
厚
生
労
働
省
令
第
九
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
一
〇
月
三
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
二
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
一
二
月
一
九
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
三
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
二
月
二
八
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
六
月
二
〇
日
厚
生
労
働
省
令
第
七
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
七
月
一
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
八
七
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
麻
薬
、
麻
薬
原
料
植
物
、
向
精
神
薬
及
び
麻
薬
向
精
神
薬
原
料
を
指
定
す
る
政
令
の
一
部
を
改

正
す
る
政
令
（
平
成
三
十
年
政
令
第
百
八
十
七
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
三
十
年
七
月
二
十
日
）
か
ら
施
行
す

る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
八
月
二
二
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
〇
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
一
一
月
一
四
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
三
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
一
二
月
一
九
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
四
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
一
年
二
月
一
九
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
一
三
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
八
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
九
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
麻
薬
、
麻
薬
原
料
植
物
、
向
精
神
薬
及
び
麻
薬
向
精
神
薬
原
料
を
指
定
す
る
政
令
及
び
麻
薬
及

び
向
精
神
薬
取
締
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
元
年
政
令
第
四
十
七
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行

す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
八
月
二
九
日
厚
生
労
働
省
令
第
三
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
一
一
月
一
四
日
厚
生
労
働
省
令
第
六
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
一
二
月
一
七
日
厚
生
労
働
省
令
第
八
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
二
月
一
三
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
六
十
三
号
）
第
四
条
（
覚
せヽ
いヽ
剤
取
締
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百

五
十
二
号
）
第
九
条
第
一
項
第
二
号
の
改
正
規
定
を
除
く
。
）
の
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
二
月
二
八
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
七
月
八
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
三
八
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
麻
薬
、
麻
薬
原
料
植
物
、
向
精
神
薬
及
び
麻
薬
向
精
神
薬
原
料
を
指
定
す
る
政
令
の
一
部
を
改

正
す
る
政
令
（
令
和
二
年
政
令
第
二
百
二
十
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
八
月
二
六
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
五
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
八
月
三
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
五
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
六
十
三
号
）
の
施
行
の
日
（
令
和
二
年
九
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
一
月
一
九
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
八
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
一
月
二
二
日
厚
生
労
働
省
令
第
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
一
月
二
九
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
一
条
第
二
号
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令

和
三
年
八
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
三
月
一
五
日
厚
生
労
働
省
令
第
四
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
六
月
一
七
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
〇
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
八
月
二
五
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
四
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
九
月
八
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
五
二
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
麻
薬
、
麻
薬
原
料
植
物
、
向
精
神
薬
及
び
麻
薬
向
精
神
薬
原
料
を
指
定
す
る
政
令
の
一
部
を
改

正
す
る
政
令
（
令
和
三
年
政
令
第
二
百
五
十
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
一
〇
月
二
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
七
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
一
月
一
九
日
厚
生
労
働
省
令
第
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
三
月
七
日
厚
生
労
働
省
令
第
三
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
六
月
二
八
日
厚
生
労
働
省
令
第
九
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
七
月
二
七
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
〇
六
号
）
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１
　
こ
の
省
令
は
、
麻
薬
、
麻
薬
原
料
植
物
、
向
精
神
薬
及
び
麻
薬
向
精
神
薬
原
料
を
指
定
す
る
政
令
及
び
麻
薬
及

び
向
精
神
薬
取
締
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
四
年
政
令
第
二
百
五
十
五
号
）
の
施
行
の
日
か
ら

施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
八
月
三
〇
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
二
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
一
二
月
一
六
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
六
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
三
月
一
〇
日
厚
生
労
働
省
令
第
二
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
六
月
二
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
八
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
七
月
二
五
日
厚
生
労
働
省
令
第
九
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
八
月
三
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
〇
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
九
月
一
九
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
一
三
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
麻
薬
、
麻
薬
原
料
植
物
、
向
精
神
薬
及
び
麻
薬
向
精
神
薬
原
料
を
指
定
す
る
政
令
の
一
部
を
改

正
す
る
政
令
（
令
和
五
年
政
令
第
二
百
六
十
七
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
一
〇
月
二
六
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
三
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
一
一
月
二
二
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
四
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
一
二
月
二
七
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
六
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
一
月
一
九
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
三
月
六
日
厚
生
労
働
省
令
第
三
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
五
月
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
八
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。
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